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ス
ル
タ
ン
• 
マ

ス
ウ

冨 L
g時
E7代
ミ:の
印 l

ロ

と

富
山
ゲ

B
E
q
g

稲

葉

穣

は

じ

め

に

I

玄
与
ヨ
口
全
〕
『
宮
と
玄
zdι
ミ
E

E

マ
ス
ウ
l
ド
の
新
値
制

m
マ
ス
ウ
l
ド、

ζ
与
自
包
戸
Z
P
玄
E
A
E
M
Eロ
の
そ
の
後

H

ζ
g
d
E
Eロ
の
活
動

口
マ
ス
ウ
i
ド
と

玄
与
自
昆
ミ
E

お

わ

に

nu 

り

vi 

じ

め

ム
ハ
ン
マ
ド

(
z
c
f一曲目

B
E〉
が
即
位
し
た
。

一O
三
O
年
四
月
、
そ
の
イ

ン
ド
遠
征
を
も

っ
て
知
ら
れ
る
ガ
ズ
ナ
朝
第
三
代
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム

l
ド

(
冨
与

S
E〉
が
死
去
し
、
息
子

レ
イ
(
岡
山
ミ
)
よ
り
蹄
還
し
た
彼
の
兄
弟
マ
ス
ウ
l
ド

し
か
し
彼
は
五
箇
月
後
底
位
さ
れ、

(E
S
J
M向日
)
が
即
位
す
る
事
と
な

っ
た
。

ー
ク

・
ト
ル
コ
と
の
聞
に
大
規
模
な
戦
い
が
生
じ
、

マ
ス
ウ
l
ド
治
世
の
中
頃、

北
方
か
ら
ホ

ラ
l
サ

l
ン
(
穴
r
z
品
目
宮
)
に
侵
入
し
始
め
た

セ
ル
ジ

ユ

一O
四
O
年
五
月
、

ダ
ン
ダ
l
ナ
カ
l
ン

(U

S仏

E
Z宮
)
の
決
戦
に
大
敗
し
た
ガ
ズ



ナ
朝
は
そ
の
西
方
領
土
を
失
っ
た
。

マ
フ
ム
I
ド
に
よ
り
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
う
ち
た

(
1〉

て
ら
れ
た
ガ
ズ
ナ
朝
の
一
大
勢
力
が
大
き
く
弱
鐙
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ボ
ス
ワ
l
ス
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
ガ
ズ
ナ
朝
の
セ
ル
ジ
ュ
l
グ

〈

2
〉

に
劃
す
る
敗
北
の
一
因
と
し
て
、
マ
ス
ウ
l
ド
の
戦
略
的
失
敗
と
、
そ
れ
に
閥
興
し
た
彼
の
取
巻
集
圏
の
存
在
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
ゲ
ル

プ
ケ
も
こ
の
時
期
の
ガ
ズ
ナ
朝
衰
退
の
二
大
要
因
と
し
て
、
マ
フ
ム
l
ド
の
封
セ
ル
ジ
ュ
l
ク
政
策
の
失
敗
と
、
マ
フ
ム
I
ド
の
後
耀
者
問
題

(

3

)

 

に
起
因
す
る
政
治
的
支
配
層
内
部
の
分
裂
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
雨
者
と
も
そ
れ
ら
の
黙
に
関
連
し
て
、
ガ
ズ
ナ
朝
研
究
の
基
本
的
史
料

(

4

)

 

で
あ
る
「
バ
イ
ハ
キ
l
史
」
に
現
わ
れ
る
冨
与

B
E
q
E
w
z
s
d岳
山
『
宮
と
い
う
二
つ
の
集
圏
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
ス
ワ

l
ス

本
稿
で
扱
う
ス
ル
タ
ン
・
マ
ス
ウ
l
ド
の
時
代
と
は
大
要
こ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
り
、

は
前
掲
書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
新
し
い
治
世
の
最
初
の
二
、
三
年
の
問
、
権
力
と
影
響
力
を
求
め
る
争
い
が
宮
廷
と
軍
の
上
層
部
に
生
じ
た
。

マ
ス
ウ

1
ド
は
彼
の
父

-131ー

の
官
僚
や
将
軍
遠
の
多
く
を
罷
菟
し
、
代
り
に
自
分
の
支
持
者
を
ま
わ
り
に
置
く
事
に
よ
っ
て
、
知
恵
と
助
言
の
豊
か
な
蓄
え
を
故
一
意
に

取
り
去
っ
た
。
そ
れ
ら
の
者
の
内
、
あ
る
者
は
ぜ
芯
の
〉

E
r
r
-
-
m
N
2
2
E
の
如
く
父
の
存
命
中
か
ら
マ
ス
ウ
l
ド
を
長
く
支

持
し
て
い
た
者
で
あ
り
、

ま
た
あ
る
者
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ス
ル
タ
ン
位
が
倒
れ
た
時
、
勝
利
し
た
側
に
つ
い
た
者
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ハ
キ

ー
の
中
で
は
こ
れ
ら
最
後
に
あ
げ
た
者
達
は
、
し
ば
し
ば
呂
田
印

d門

S
E、
あ
る
い
は

Z
E・同
E
m
R
m
E
(成
り
上
り
者
)
と
呼
ば
れ
、

彼
ら
の
ラ
イ
バ
ル
の
富
田

f
B
Z
q
E、
あ
る
い
は
白
骨

E
Bロ
と
劉
比
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
ベ

l
ジ
の
中
か
ら
雨
者
の
匿
分
は
極
め
て

明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
。
」

(
3・N
8
|
包〉

(
5〉

ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
冨
曲
目

d
L
q
E
が
玄
白

f
g
z
q削
ロ
の
後
を
纏
い
で
高
位
に
つ
い
て
主
君
を
疑
わ
し
い
道
に
駆
り
立
て
た
と
言
い
、

(

6

)

 

新
し
い
君
主
の
即
位
は
前
の
時
代
の
重
臣
の
一
掃
〈

O
Z
2
2
2巴
を
意
味
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ゲ
ル
プ
ケ
は
冨
与

BE--可
削
ロ
を
、
「
マ
フ

ム
l
ド
に
よ
り
地
位
に
つ
け
ら
れ
、
彼
の
教
育
を
身
に
つ
け
た
者
」
、
冨

g
d
ι
q
E
を
、
「
ヘ
ラ
l
ト
(
同
町
品
C
、
レ
イ
で
マ
ス
ウ
I
ド
に
仕

(
7〉

ぇ
、
恩
を
受
け
、
彼
に
個
人
的
に
従
う
者
」
と
し
、
南
者
を
マ
ス
ウ
l
ド
の
宮
廷
内
の
劃
立
す
る
要
素
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ス
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ワ
l
ス
も
ゲ
ル
プ
ケ
も
マ
ス
ウ

l
ド
治
世
初
期
の
数
人
の
有
力
者
達
の
失
脚
事
情
を
述
べ
る
の
み
で
、
冨
与
ヨ
ロ
仏
《
山
口

wzsdLぞ
削
ロ
が
各
ん
ベ

ど
の
よ
う
な
者
達
で
あ
っ

た
か
を
解
明
し
た
上
で

マ
ス

ウ
l
ド
治
世
全
般
を
通
じ
て
の
雨
者
の
活
動
、
政
治
史
と
の
関
連
を
考
察
す
る
と
い

う
作
業
は
十
分
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
で
不
明
確
な
黙
、
す
な
わ
ち
ハ円

宮
与

B
E
q山口・
一言

g
d告
可
間
口
は

各
々
ど
の
よ
う
な
者
達
で
あ
っ
た
の
か
、
∞
マ
ス
ウ
l
ド
即
位
に
よ
り
冨
与

S
E
q
E
は
「
一
掃
」
さ
れ
た
の
か
否
か
、
同
マ
ス
ウ
l
ド
、

宮
与

B
E
J削
P
冨

g
d門
出
ユ
ロ
の
聞
の
関
係
は
政
治
史
に
ど
の

よ
う
に
影
響
し
た
の
か
、

の
三
黙
を
バ
イ
ハ
キ

I
史
の
用
例
の
検
討
を
通
じ

て
考
察
す
る
事
を
目
的
と
し
、
ガ
ズ
ナ
朝
の
一
つ
の
時
機
と
な
っ
た
マ
ス
ウ
l
ド
時
代
の
政
治
史
の
再
考
を
試
み
る
。
ま
た
同
時
に
ガ
ズ

ナ
朝

園
家
鐙
制
を
考
え
て
い
く
上
で
も
何
ら
か
の
手
掛
り
を
得
た
い
と
考
え
る
。

冨
白

f
g
E
q
E
と

冨

B
A
E
-
Bロ

先
ず
パ
イ
ハ
キ
l
史
か
ら
の
二
十
二
の
主
な
用
例
の
検
討
を
行
う
(
玄
与
ヨ

D
F
玄
与

E
E
q
E
と
同
義
の

1
E
Z
-
-
E
ュu
b
p

玄

g
d岳、

-132ー

玄
g
d
L
J
E
と
同
義
の

E
z
'
r
Z臼
F
E
E
'
r
E
2
0
m
E
の
用
例
も
以
下
に
含
ま
れ
る
。
向
、
以
後
特
に
注
記
せ
ぬ
限
り
本
稿
中
に
示
さ
れ
る
ペ

ー
ジ
数
は
パ

イ
ハ
キ
l
史
の
そ
れ
で
あ
る
)
。

制
「
新
し
い
類
い
の
者
達

(G
E
E
-
-
Eロa
間
百
ロ
)
が
事
を
手
中
に
し
て
お
り
、
冨
白
グ
ヨ
ロ
全
可
山
口
は
彼
ら
の
中
で
裏
切
者
、
他
所
者
の
状
況

に
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
」

2
・
8
)

一O
三

O
年
十
月
、

ム
ハ
ン
マ
ド
を
腰
位
し
た
大
ハ

l
ジ
プ
の
ア
リ
l

・
カ
リ
l
ブ
ハ
メ
ロ
ム

O
R
F
)
が
文
書
臆
長
官
ア
ブ
l

・
ナ
ス
ル
・

ム
シ
ュ
カ

l
ン
(
〉

E

Z
白
師
同
・
』
冨

5
r
Eロ
)
に
言
っ
た
言
葉
で
、

ア
リ

l
は
己
の
呂
田

fs包
守
山
口
と
し
て
の
立
場
の
困
難
さ
を
語
っ
て
い

る
制
「
ハ
ス
ル
タ
ン
は
)
師
ア
プ

l
・
ナ
ス
ル
を
大
層
手
厚
く
ね
ぎ
ら
つ
た
が
、

あ
た
か
も
冨
与

g
Eぞ
阻
ロ
が
大
き
な
罪
を
犯
し
、
冨
曲
師
d
・



門
戸
ぞ
帥
ロ
の
中
で
他
所
者
で
あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
よ
守
・

2
)(

8

)

 

伺
の
直
後
、
テ
ギ
I
ナ
I
バ
ー
ド
(
、
吋
仲
間
同
口
問
冨
円
四
ム
ハ
ン
マ
ド
が
廃
位
さ
れ
た
場
所
〉
か
ら
へ
ラ

1
ト
の
マ
ス
ウ
I
ド
の
も
と
に
着
い
た
ア
プ

1
・

ナ
ス
ル
・
ム
シ
ュ
カ
l
ン
の
賦
況
を
記
し
た
一
節
。

ω
「
冨
品
目
。
含
の
一
圏
は
こ
の
ア
リ
1
の
逮
捕
に
大
慶
恐
れ
、
警
戒
し
た
に
な
・

8
〉

ω
「
こ
の

E
ロ
-wyumg
の
一
圏
は

1
E
Z
U『
阻
ロ
が
一
人
た
り
と
も
残
る
の
を
望
ん
で
は
い
な
い
。
」
守
-g)

制
は
一

O
三
O
年
十
一
月
の
大
ハ
l
ジ
ブ
・
ア
リ
l
の
逮
捕
後
の
朕
況
。

ωは
そ
の
よ
う
に
恐
怖
を
費
え
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
ホ
ラ
ズ
ム
シ

ャ

I
(町内
F
唱

E
N自由
E
Y
ホ
ラ
ズ
ム
総
督
〉
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
(
〉

-
S
E
e
v
)
の
言
葉
。

制
「
(
マ
ス
ウ
l
ド
は
)
私
も
ま
た
立
合
巳
同
宮
の
一
人
と
考
え
て
い
る
。

(
中
略
)
こ
の

EC-rE田
件
。
の
一
圏
は
彼
ら
の
仕
事
に
忙
し
い

が
、
結
局
こ
の
ア
ミ
l
ル
(
マ
ス
ウ
l
ド
)
は
こ
れ
ら
の
件
に
お
い
て
言
葉
を
立
合
同
日
可
官
に
言
う
だ
ろ
う
。
」

(
3・3
1
8〉

ゅ
の
直
後
、

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
か
ら
の
使
者
に
針
し
、
テ
ギ
I
ナ
l
バ
l
ド
か
ら
へ
ラ
l
ト
に
や
っ
て
来
て
い
た
ナ
デ
ィ

I
ム
守
旦

E
〉
の

-133ー

ア
ブ
l
・
ア
ル
ハ
サ
ン
・
ウ
カ
イ
リ
l
(
〉
ゲ
ロ
曲
目
・恒

g
同ロ
-FRC宮
即
日
同
)
が
言
っ
た
言
葉
。

的
「
こ
の

1
E門
戸
可
削
ロ
は
主
君
が
望
み
を
遂
げ
富
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
の
を
望
ん
で
い
ま
せ
ん
。
」
守
・

5
3

川

w
J例
の
で
き
事
の
後
、

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
は
ホ
ラ
ズ
ム
ヘ
開
還
し
た
。
こ
れ
を
不
満
と
す
る
人
々
は
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
と
ア
プ

l
・
ア

ル
ハ
サ
ン
の
事
を
ス
ル
タ
ン
に
こ
の
よ
う
に
謹
言
し
た
。

間
「
ハ

1
ジ
ブ
の
ガ
l
ズ
ィ

I
(の
E
N
O
は
呂
田

r
B
E
q
E
の
心
の
中
で
、
こ
の
上
な
く
悪
し
き
一
つ
の
山
と
な
っ
た
。
」
守
・
ロ
ど

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
に
大
功
の
あ
っ
た
軍
人
ガ
l
ズ
ィ
l
の
権
威
が
非
常
に
強
ま
っ
た
事
に
劃
し
、

き
始
め
た
事
の
記
述
。

冨
品
目

E
f
E
の
あ
る
者
達
が
反
感
を
抱

319 

人
は
選
り
抜
か
れ
て
い
た
が
、
雨
者
と
も
互
い
を
嫌
っ
て
い
た
。

ア
ブ
ド
ウ

I
ス
(
メ

E
oる
と
と
も
に
行
う
の
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
人
々
の
中
で
も
こ
の
二

日MFEH-BP
冨
品
目
。
岳
山
『
帥
ロ
は
い
つ
か
彼
ら
か
ら
逃
れ
う
る
よ
う
多

ω
「
ア
ミ

l
ル
の
密
談
は
ア
ブ

l
-
サ
フ
ル
、
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く
の
壷
力
を
な
し
て
い
た

J

2
・
5
3

一
O
三
一
年
初
頭
、

マ
イ
マ
ン
デ
ィ
l
(
〉

f
g包
ム
恒
曲
目
白
ロ
包

-E回
一
ヨ
曲
三
日
)
が
ワ
ズ
ィ
l
ル

(3N同
『
〉
に
就
任
す
る
直
前
の
朕
況
。

ω
「
冨
与

g
E
M
と
冨
宮
内
口
去
の
一
圏
の
人
々
が
準
備
を
な
し
、
お
の
れ
の
目
的
の
賞
現
に
従
事
し
て
い
る
。
」
守
・
包
∞
〉

一
O
一
三
年
三
月
、

イ
ン
ド
の
シ
パ

l

フ
サ
l
ラ
l

ル
(
与
岳
印
刷
釘
乙
の
ハ

l
ジ
ブ
・
エ
ル
ヤ
ル
ク
(
H
W
円

Z
E
G
)
が
逮
捕
さ
れ
た
後
の
記
述
。

ω
「
私
に
は
こ
の
悪
し
き
血
は
決
し
て
役
に
立
た
な
い
。
彼
は
行
っ
た
事
に
よ
っ
て
悪
名
を
受
け
て
い
る
0
3
仏
白
コ
可
営
も
失
わ
れ
て
し
ま

ぅ。」

(3
・
ω
E
l
g
)

一
O
一
三
年
四
月
の
ガ
l
ズ
ィ

l
逮
捕
の
後
、
玄
白

f
s
E
H
Zロ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
ガ
l
ズ
ィ
l
の
罷
克
、

投
獄
を
決
意
し
た
際
の
マ
ス

ウ
l
ド
の
言
葉
。

制
「
こ
の

1
E
Z
Zロ
は
己
の
不
誠
買
さ
ゆ
え
、
主
君
が
金
を
回
牧
さ
れ
る
の
を
塁
ま
ぬ
で
し
ょ
う
。
」
(
司
・

8
3

ム
ハ
ン
マ
ド
が
か
つ
て
ガ
ズ
ナ
(
の
Y
曲
目
白
)
で
臣
下
に
輿
え
て
い
た

「バ
イ
ア
の
金
」
の
回
牧
を

ア
ブ
l

・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
ニ
ー
が
マ

-134ー

ス
ウ
l
ド
に
献
策
し
た
時

三

O
三
O
年
六
月
)
の
彼
の
言
葉
。

川
「
私
の
心
は
タ
シ
ュ
・
フ
ア
ッ
ラ
l
シ
ユ
(
吋

e
F
F
m，

R
B岳
)
に
定
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
立
与
問
ユ
で
あ
り
、

レ
イ
で
私
の
も
と
に
い

た。」

2
・宮町〉

刷
「
こ
の
時
間
違
(
自
己
』
包
含
自
削
ロ
〉
を
そ
の
地
位
に
腔
じ
て
遇
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

彼
ら
の
中
に
は
立

E
Z可
削ロ
の
者
も
あ
り

私
の
配
下
の

者
も
い
る
。
彼
ら
が
私
の
命
じ
た
通
り
お
前
に
服
し
、
命
令
に
従
い
、
事
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
だ
。
」
2
・
sδ

(
9〉

ωは
イ
ラ
ク
の
シ
パ
I
フ
サ
l
ラ
l

ル
を
タ
シ
ュ
に
決
め
た
時
(
一

O
三
一
年
十
月
)
の
マ
ス
ウ
l
ド
の
言
葉
。
制
は
そ
の
後
で
マ
ス
ウ
l
ド

が
彼
に
興
え
た
指
示
。

同
「
事
柄
は
彼
(
ア
ブ
l
・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
ニ
l
)
が
取
り
し
き
り
、
立
合
同
一
可
帥
ロ
は
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
」
守
ム
N
O
)

一
O
三
一
年
、

マ
ス
ウ
1
ド
が
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
に
、
逢
っ
た
手
紙
の
一
節
。



仙川「ザ削』
F
ム
』
削
自
色
削
同
ム
一
言
白
ザ
一B
口門日刊の
J

へ阻

E
A
S
E
m
r
B
U
Y
と
他
の
グ
ム

(
Oロ
自
)
、
ヵ

I
シ
ャ

I
ン
(
穴
g
r帥
ロ
)
、
ジ
バ
ー
ル
(
己
ゲ
包
)
、

お
よ
び
そ
れ
ら
の
周
遺

(
E官
官
同
)
の
ハ

l
ジ
ブ
、
サ
ル
ハ
ン
グ

(
g
F
g
m〉
の
数
名
を
(
マ
ス
ウ
l
ド
は
)
任
じ
た
。
」

2
・8
3

一
O
三
二
年
三
月
、

イ
ラ
ク
へ
赴
く
書
記

(
e
Z
H〉
の
タ
l
ヒ
ル
(
司
副
主
る
に
同
行
し
た
軍
人
達
に
閲
す
る
記
述
。

倒
「
箪
が
陵
列
を
整
え
て
通
過
す
る
と
ア
ミ
l
ル
(
マ
ス
ウ
l
ド
)
は
こ
の
二
人
の
サ

I
ラ
1
ル
、
∞
mwzmMロ
ム
口
rum削
E
s
-
-岳
ユ
と

H
V
M

ユ
ム
削
w
r
z
g巳
削
工
冨
g
d岳
、
そ
し
て
サ
ル
ハ
ン
グ
達
に
聾
を
か
け
た
。
」

Q
・8
3

一
O
一一一一一年春、

ホ
ラ
ズ
ム
に
迭
ら
れ
た
軍
の
観
閲
式
の
様
子
を
記
し
た
一
簡
。

制
「
(
ア
ル
ト
タ
ン
タ
シ
ュ
は
)
バ
ン
を
食
べ
終
る
と
ア
フ
マ
ド
、

日
包
一同
の
サ
ル
ハ
ン
グ
達
と
と
も
に
人
梯
い
を
し
た
。
」
な
・
位
。
)

シ
パ
!
フ
サ

I
ラ
l
ル
の
タ
シ
ュ

〈

叩

〉

(
叶

e
v
)、
そ
し
て
数
人
の
富
田
f
・

一
O
コ
三
年
春
、

(

孔

)

ソ
グ
ド

(ω
ロ
m
y
仏
〉
地
方
の
ア
リ
l
テ
ギ
ン
(
メ

]
E
tロ
)
と
戦
う
直
前
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
品
陣
営
の
様
子
を
記
し
た
一

-135-

節

的
「
ハ
l
ジ
ブ
の
∞
s
c
m
E
M
岳
民
与
門
町
吋
の
〉
u
E
m
H
P
Oと
Z
P
イ
ン
ド
人
達
、
多
く
の
宮
与
B
口
去
の
賂
達
は
こ
れ
を
大
層
不
満
と

し
て
い
ま
す
。
」

Q
-
E
C

一
O
三
四
年
、

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
の
後
を
縫
ぎ
ホ
ラ
ズ
ム
を
治
め
て
い
た
彼
の
息
子
ハ
l
ル
l
ン
(
司
町
ロ
ロ
)
の
抜
意
に
閲
す
る
ガ
ズ
ナ
へ

の
報
告
の
一
部
。

同
「
私
の
子
ア
ブ
ド
・
ア
ル
ジ
ャ
ッ
バ
l
ル
(
メ

E
と・

γゲ
ゲ
削
る
が
隠
れ
家
か
ら
出
て
来
て
準
備
し
、
町
を
掌
握
し
て
軍
を
創
と
金
で
味

方
に
つ
け
ま
す
。
と
い
う
の
は
軍
の
大
部
分
、
呂
田

f
g
z
q
E
-
〉
-gロ同曲目
y
q
E
は
私
に
射
し
て
そ
の
よ
う
な
誓
い

(
Z
F
)
の
中
に
あ

る
か
ら
で
す
。
L

Q・間宮〉

一
O
三
四
年
嘗
時
ワ
ズ
ィ

l
ル
で
あ
っ
た
ア
フ
マ
ド
・
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
サ
マ
ド
(
〉
σ
自
主
寸
メ
ゲ
仏
巳
・
叩
曲
目
包
)
が
ホ
ラ
ズ
ム
の
件

321 

で
ス
ル
タ
ン
に
述
べ
た
意
見
の
一
部
。
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ω
「
こ
の
軍
に
は
有
力
な
サ
l
ラ

l
ル
が
数
名
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。

一
圏
は
冨
与

SDL刊
で
あ
り
、
幾
人
か
は
主
君
が
抜
擢
さ
れ
た
経
験
の

な
い
若
者

(
Z『

E
島
正
品

E
ι
r
v
E
2
2
P
V
Eロ
E
'
F
E円
忠
告
品
乙
で
す
。
命
令
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
シ
パ

l
フ
サ

ー
ラ

l
ル
が
興
え
る
の
で
す
。

(
中
略
〉
サ
l
ラ

l
ル
職
に
封
立
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
は
大
き
な
災
厄
が
生
じ
ま
す
。」

(
司
・
品
川山
岳
)

一
O
三
五
年
、

(

ロ

)

ホ
ラ

l
サ
l
ン
に
侵
入
し
た
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
に
射
す
る
波
遣
軍
の
指
揮
を
命
じ
ら
れ
た
ハ

l
ジ
ブ
・
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
(
切
四
宮
・

ロ
m
E
C
の
言
葉
。

制
「
古
老
達
は
ヘ
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
を
)
盗
み
見
て
泣
い
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
宮
品
目

E
q
E
-
z
s
d
L
F
Eロ
以
外
見
た
事
が
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。
」

(
3・叶
8
1
2
〉

ト
ゥ
グ
リ
ル
・
ベ
ク

(
叶
c
m
y
-
-
∞
岳
)
が
ニ

l
シ
ャ
ー
プ

l
ル

(z
z
r
S
E〉
に
入
城
し
た
時
の
様
子
を
ガ
ズ
ナ
に
報
告
し

(

日

)

て
来
た
手
紙
の
一
部
。

一
O
三
八
年
、

M
W

「
私
ア
ブ
l

・
ア
ル
フ
ァ
ズ
ル
(
〉
σ口
弘
-m，
回
全
日
バ
イ
ハ
キ
i
)
は
(
中
略
)
冨
同
グ

B
Eア
冨

g
d門町

知
っ
て
も
非
難
せ
ぬ
よ
う
な
事
を
書
い
た

J
Z
-
g
N
)

の
老
臣
達

2
5ロ
〉
が
そ
れ
を

-136ー

著
者
バ
イ
ハ
キ
l
が
自
ら
の
記
述
態
度
を
述
べ
た
一
節
。

さ
て
、
以
上
の
用
例
か
ら
明
ら
か
と
な
る
事
を
先
ず
冨
与

B
E
F
Eロ
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
(
筒
、
括
弧
内
は
根
擦
と
な
る
用
例
の
符
競

で
あ
る
)
。

②①  

冨
白

f
g
E
q
E
の
多
く
は
ム
ハ
ン
マ
ド
即
位
時
、
ガ
ズ
ナ
で
彼
の
下
に
い
た
。

(刷
、
制
の
前
後
の
朕
況
と

ω)

っ
た
。 一

O
三
O
i一三
年
の
問
、
宮
白

f
s
z
q
E
と

z
s
d門

r
Eロ
は
最
も
明
確
に
区
別
さ
れ
、

(刷
、

ω、
刷
、
仙
、
山
、
刷
、
制
〉

同
時
に
後
者
に
よ
る
前
者
の
匪
迫
が
あ

③ 

マ
ス
ウ
l
ド
は
宮
与

B
D
e
zロ
へ
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

(ω
、
山
、
側
)
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@ 

〈

ω〉

軍
人
に
闘
し
て
は
少
く
と
も
一

O
三
五
年
ま
で
は
南
者
の
匡
分
が
存
し
た
。

以
上
の
四
貼
は
、
し
か
し
な
が
ら
冨
岳

g
z
q
E
に
関
す
る
断
片
的
な
情
報
で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
示
す
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で

次
に
用
例
か
ら
冨
品
目

E
q
E
と
わ
か
る
人
名
を
抽
出
し
て
リ
ス
ト
を
作
成
し
考
察
の
一
助
と
し
た
。

(
M〉

メ
z・-
O
R
H
r
-
-
:
:
マ
フ
ム

1
ド
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
大
ハ

l
ジ
ブ
。
ム
ハ
ン
マ
ド
擁
立
の
中
心
的
人
物
。

(

日

)

一
O
一
八
年
以
降
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

1
0

田

(刷、

同
〉

回

〉

-
B口
広
田
『
:
:
:
ハ

l
ジ
プ
。

(
仙
川
、
山
〉

回

(ω〉

叶
削
印
ゲ
ム
明
白
岡
山
岳
:
:
:
レ
イ
時
代
の
マ
ス
ウ

i
ド
寧
の
シ
パ
l
フ
サ
l
ラ
l
ル
。

(
日
山
〉

JE同区内山
-
z
m
r
B
-曲

目

H:
:
:ハ

l
ジ
ブ
。
マ
フ
ム

1
ド
の
首
B
m仏
帥円。

(

げ

)

マ
フ
ム

l
ド
の

nrom芯ロ仏卸円。

回

(
例
)

回

(ω〉

回
目
}
内
包
関
同
ロ
:
:
:
ハ

l
ジ
.フ。

回回国

〉

E
Z
3
2
冨
5
y
r山
口
:
:
:
マ
フ
ム

l
ド
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
文
書
鹿
長
官
。

(
叩
山
〉

〉

σ口
白
戸
・
恒
忠
曲
ロ
ム
バ
]
向
山
田
-
z
:
:
:
マ
フ
ム
l
ド
の
ナ
デ
ィ
l
ム
。
(
刷
、
山
)

(

国

〉

回
-m同門
G
E
-
-
:
:
マ
フ
ム

l
ド
時
代
か
ら
の
ハ

l
ジ
ブ
。

、ーー-v-ーー-
，-、

(g) 

(i) 
、ーノ

(
刷
、
山
川
)

-137ー

回

切
開
W
H
g
m
F門

-Mi---
マ
フ
ム
l
ド
時
代
か
ら
の
ハ
l
ジ
プ
。
宮
廷
グ
ラ

I
ム
の
サ
l
ラ

I
ル。

(

m

叫

)

局

h
r
v
u
a
F
円
)
削
可
白

固

※
括
弧
内
は
根
嬢
と
な
る
用
例
の
符
貌

向
、
回
、
回
、
回
の
三
人
は
、

-
∞
♂
を
照
合
し
た
結
果
リ
ス
ト
に
加
え
た
。

(

幻

〉

政
、
軍
事
の
機
構
を
概
観
し
て
お
く
。

ガ
l
ズ
ィ

l
失
脚
の
た
め
彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
た
事
貫

(
3・
N
g

役
職
を
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
ガ
ズ
ナ
朝
の
行

用
例
問
、

ωと

エ
ル
ヤ
ル
ク
、

次
い
で
こ
れ
ら
の
者
達
の
地
位
、

ス
ル
タ
ン
は
重
大
事
に
闘
し
、
宮
廷
、
軍
の
重
臣
を
集
め
て
御
前
曾
議
の
如
き
も
の
を
聞
い
た
。
列
席
者
は
大
盟
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
、
文
書
鹿

(

幻

)

長
官
、
軍
務
臆
長
官
、
大
ハ
l
ジ
プ
、
宮
廷
グ
ラ

I
ム
の
サ

I
ラ
l
ル
の
五
人
に
限
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
を
中
央
に
お
け
る
行
政
、
軍
事
の
責
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任
者
達
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。

ワ
ズ
ィ

l
ル
は
行
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
統
治
の
全
て
の
面
に
お
い
て
ス
ル
タ
ン
を
補
佐
し
た
。
特
に
徴
税
業
務
は
彼
の
直
接
の
管
轄

(

お

)

下
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

U

A

)

 

文
書
聴
長
官
公
印

fMr・-品目当官ー
;
E
Z
C
は
公
文
書
、
外
交
文
書
を
扱
う
聴

2
Z
E・:目印刷
E
C
の
長
で
、
各
地
の
バ
リ
l
ド
長
官
(
芯

fFE

(

お

〉

Z
Z
L
)

の
報
告
も
彼
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
た
。

2
Z
E
-
-
ぶ
『
仏
〉
の
長
官
で
、

軍
務
聴
長
官

2
1子
。
島
田
『
ム
品
目

E
E
〆
円
台
は
寧
の
補
給
業
務
、
給
興
支
給
、
観
閲
式
の
手
配
等
、

貫
戦
を
除
く
全
て
の
軍
務
を
司
る
臆

(

お

)

一
般
に
行
政
官
僚
が
任
じ
ら
れ
た
。

大
ハ

I
ジ
ブ
(
宮
』

Fr・-
E包
括
)
は
ハ

l
ジ
ブ
の
長
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
代
、

ハ
l
ジ
プ
は
宮
廷
内
の
諸
事
を
扱
う
「
侍
従
」
と
い
う
元
来

ス
ル
タ

ン
と
そ
の
親
族
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア

ミ
l
ル
公
自
三
を
除
い
て
ガ
ズ
ナ
朝
軍
内
で
最
も
位
の
高
い
軍
人
と
し
て
の
性
格

(
幻
)

と
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
大
ハ

l
ジ
ブ
は
そ
れ
ら
の
頂
貼
に
立
ち
、
宮
廷
、
軍
の
雨
面
で
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
性
格
と
、

宮
廷
グ
ラ

l
ム
の
サ

1
ラ
I
ル
(
同
己
勘
Z
同

Z
Z自
帥
ロ
ム
白
血
円
副
司
)
は
、

(

お

)

グ
ラ

l
ム

(
m
Z
Z
B
E
-
-
臼
雪
副
司
〉
を
指
揮
監
督
す
る
職
で
あ
っ
た
。

マ
ス
ウ
l
ド
時
代
四
千
J
六
千
人
い
た
と
言
わ
れ
る
ス
ル

タ
ン

の
直
属

-138ー

ー
ド
長
官
や
ム
シ
ュ
リ
フ
(
自
E
Fユ同

向
、
地
方
で
は
シ
パ

l
フ
サ
l
ラ
l
ル
が
軍
事
を
、
地
方
長
官

(咽削
f
F
-
H
L
刊
誌
ロ
〉
が
行
政
〈
主
に
徴
税
〉
を
措
嘗
し
、
彼
ら
の

行
動
は
バ
リ

(

ぬ

)

監
察
官
〉
に
よ
っ
て
中
央
に
報
告
さ
れ
て
い
た
。

官
僚
、
軍
人
の
他
に
宮
廷
に
は
ナ
デ
ィ

l
ム
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
た
。
彼
ら
は
ス
ル
タ
ン
の
話
し
相
手
と
な
り
、
酒
宴
や
遊
興
の
相
手
を

つ
と
め
る
他
に
、
ス
ル

タ
ン
と
有
力
者
の
聞
で
重
要
な
俸
言
を
運
び
、
ま
た
ス
ル
タ
ン
の
御
前
舎
議
に
出
席
す
る
事
も
あ
る
な
ど
、
政
治
的
役

(

却

)

割
も
果
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
行
政
、
軍
事
に
闘
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
を
表
一
の
リ
ス
ト
と
照
合
し
て
み
よ
う
。
回
、
回
以
外
は
皆
軍
人
で
、

し
か
も
回
、
回

以
外
は
明
ら
か
に
ハ

l
ジ
プ
の
位
を
持
っ
て
い
る
。
回
は
文
書
臆
長
官
と
し
て
行
政
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
し
、
回
は
ナ
デ
ィ

l
ム
で
あ



り

マ
フ
ム
ー
ド
時
代
に
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
候
補
に
も
あ
が
っ
た
人
物
で
あ
る

(
3・怠吋
|
g
y
す
な
わ
ち
彼
ら
は
皆
、
高
位
に
あ
り
、
要
職

に
あ
っ
た
者
達
な
の
で
あ
る
。
歴
史
史
料
に
登
場
す
る
人
々
が
何
ら
か
の
形
で
重
要
な
地
位
、
役
職
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
嘗
然
と
い
え
る
か

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
用
例

ωに
出
て
く
る

h
d
R
r
s
Z骨
=
と
い

こ
こ
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
引
き
上
げ
た
〈
者
〉
、
抜
擢
し
た
(
者
)
」
を
表
わ
す
ベ
ル
シ
ア
語
で
あ
る
こ
の
語
は
、
用
例
的
に
お
い
て
は
、
後

も
し
れ
な
い
が
、

う
語
に
注
目
し
て
み
た
。

速
す
る
逼
り
冨

g
d岳
志
ロ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

γ
p
f
g
O
L
F
Bロ
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
手
掛
り
を
輿
え
て
く
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
パ
イ
ハ
キ

1
史
に
は

ω以
外
に
も
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

肘
「
父
君
の
ス
ル
タ
ン
(
マ
フ
ム

l
ド
〉
の

σ
R
r
s
r
E
a
z
で
あ
る
よ
う
な
主
君
の
臣
下
、
下
僕
達
を
故
意
に
根
絶
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
」
(
ヲ
怠
N
)

一O
三
二
年
に
マ
フ
ム

l
ド
時
代
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
地
方
長
官
で
あ
っ
た
ア
プ

1
・
ア

ル
カ
l
ス
ィ
ム
・
キ
ャ
ス
ィ

l
ル
(
〉
ゲ
ロ
色
目。
帥
as--

E
岳
丘
町
∞
帥
ロ
=
と
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
時
ま
で
に
逮
捕
、

投
獄
さ
れ
て
い
た
ア
リ

l
・
カ
リ

1
ブ、

エ
ル
ヤ
ル
ク
、

-139ー

同
三
宮
る
と
い
う
人
物
が
虚
罰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、

ア
プ

I
・
ナ

ス
ル

・
ム
シ
ュ
カ
l
ン
が
マ
ス
ウ
l
ド
に
言
っ
た
言
葉
。
文
中

z
r
R

ガ

l
ズ
ィ

ー
、
虚
刑
さ
れ
て
い
た
ハ
サ
ナ
ク

(
恒

2
8島
)
、
暗
殺
が
計
董
さ
れ
た
ア

ル
ト
ゥ
ン
タ
シ

ュ
を
指
し
て
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。

刊
「
主
君
は
臣
下
達
を
知
っ
て
お
い
で
で
す
e

御
自
身
の
臣
に
つ
い
て
も
、
先
の
主
君
の
げ

R
W
S
E骨
に
つ
い
て
も
。
」
守
・
怠
叶
〉

一O
三
二
年
、

マ
イ
マ
ン
デ
ィ

l
の
死
後
、
後
任
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
ア
プ
l

・
ナ
ス
ル
の
言
葉
。
こ
こ
で
は
マ
ス
ウ

ー
ド
の
臣
下
が
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
開
と
あ
わ
せ
て
、

「
御
自
身
の
臣
下
」
を
冨

g
d缶
百
ロ
に
、

「
先
の
主
君
の

Z
同
日
内
曲
芸
丘
巾
」

を
冨
州

w
f
s
z
q
E
に
置
き
か
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

制
「
ア
プ

1
・
サ
フ
ル
・
ハ
ム
ダ
ウ
ィ

l

(
〉
ゲ
ロ

ω同
Z'F
出
回
目
円
四
曲
者
同
)
は
私
の

V
2
W
E
E
P
で
あ
り
、

ア
フ
マ
ド
・
ハ
サ
ン
(
マ
イ

マ
ン
デ
ィ

l
)
の
下
で
多
く
の
修
業
を
行
っ
て
い
る
が
ま
だ
若
い
。
も
う
少
し
修
業
を
行
え
ば
よ
り
遁
格
と
な
り
、
名
の
あ
る
職
を
ま
か
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せ
ら
れ
よ
う
J

2
・
怠
∞
)
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一
O
二
五
年
、

ワ
ズ
ィ
l
ル
の
候
補
に
あ
げ
ら
れ
た
ア
ブ
l
・
サ
フ
ル
・
ハ
ム
ダ
ウ
ィ
l
に
劃
す
る
マ
フ
ム
l
ド
の
評
。

ア
ブ

l

・
サ
フ
ル
は

首
時
ガ
ズ
ナ
と
そ
の
周
漫
地
域
の
地
方
長
官
で
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
下
で
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
を
つ
と
め
た

2
・g
N
N
〉・

?
S
C。

判
「
マ
フ
ム

l
ド
の
宮
廷
で
は
こ
の
二
人
よ
り
無
名
な
者
は
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
私
の
前
で
千
回
も
卒
伏
し
た
の
だ
。
し
か
し
二
人
と
も

勇
敢
で
大
臆
に
な
っ
た
。

(
中
略
)
ア
ミ

l
ル
・
マ
フ
ム

l
ド
が
彼
ら
を
抜
擢
(
『

R
E与
三
)
し
、
重
要
な
職
に
つ
け
て
-
初
め
て
連
中
は

立
涯
と
な
っ
た
の
だ
。
」
守
・
呂
町
〉

一
O
三
一
年
初
頭
、

エ
ル
ヤ
ル
ク
、

ガ
l
ズ
ィ

l
の
排
斥
を
重
策
し
た
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
の
言
葉
。

例
制
よ
り
冨
与

B
E
F
Eロ
は
マ
フ
ム

l
ド
の
ゲ

R
r
s
z
r
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
回
ア
ブ
l
・
ア
ル
カ
l
ス
ィ
ム
・

キ
ャ
ス
ィ
l
ル
、
図
ア
ブ
l
・
サ
フ
ル
・
ハ
ム
ダ
ウ
ィ
l
、
固
エ
ル
ヤ
ル
ク
ヘ
ハ
l
ジ
ブ
、

マ
フ
ム

l
ド
時
代
は
イ
ン
ド
の
シ
パ

I
フ
サ

1
ラ

と I
冨ル
え (L〈

る31r;-;1 
0'-/川

ガ

ス
イ

〆「
ノ、

シ

フ

マ
フ
ム
l
ド
時
代
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
シ
パ
l
フ
サ

1
ラ
l
ル
)
、

の
四
名
も
冨
与

B
E
q
E
で
あ
る

-140ー

次
に
、
宮

g
d
L
-
Bロ
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
先
の
二
十
二
の
用
例
か
ら
冨

g
d
ι
q
E
に
閲
し
て
言
え
る
の
は
、

③②①  

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
嘗
初
彼
ら
は
官
ロ
ヨ
ム

E
C
あ
る
い
は
ロ

2
・
rr倒
的
丹
市
ぬ
削
ロ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

〈刷、

ω、
何
、

ω)

冨曲目

AE-Eロ
は
初
め

y
p
r
g
E
H
Bロ
に
劃
し
て
攻
撃
的
で
あ
っ
た
。

一
O
三
五
年
頃
に
は

Z
H
W
S
E骨
肉
削
ロ
ム
}
岳
民
監
毒
自
仏
、
が
宮

g
d金
百
ロ
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
刷
、
制
)

(
川
)

の
三
黙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
冨

g
d
Lぞ
官
と
は
、

マ
ス
ウ

l
ド
の
ゲ

R
r
s
r
p
で
あ
り
、

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
に
よ
っ
て
位
を
得
た
り
力

を
持
ち
始
め
た
ロ

2
・
ry帥
印
件
目
(
新
興
の
者
〉
達
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

冨
宮
内

E
q
E
と
考
え
ら
れ
る
者
達
の
名
は
次
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

田

〉

σοω
白

E
E
F
N
2
N白
Ei---
マ
ス
ウ
l
ド
の
奮
臣
。

(ω
、
同
)

図

内K
F
σ

門
田
口
∞
:
:
:
マ
ス
ウ
l
ド
の
ナ
デ
ィ
l
ム
。

(ω〉
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(
M
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H
J
同同・』帥
r
rロ吋印削
Z
H
:
:
:
(
川間〉

囚

叶
岳
町
:
:
:
レ
イ
時
代
の
マ
ス
ウ
l
ド
の
文
書
鹿
長
官
。

回

:>> :>> :>> 
c" c" c" 
ロI ~I ~I 

e:..切e:..
w 

-国 o z 
回，白
回 同・.∞
P ・国 片

岡・ E 

.00 
H 由
同-
同1 んよ，
ρ _， 

回回

※
括
弧
内
は
根
擦
と
な
る
用
例
の
符
抗

回
、
図
、
回
は
用
例
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
回
J
回
を

z
s
d門
出
ユ
ロ
と
し
た
黙
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
。
我
々
は
冨

g
d色
々
削
ロ
の

成
立
事
情
に
つ
い
て
は
バ
イ
ハ
キ
l
史
よ
り
そ
の
概
要
を
知
る
事
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
囚
J
回
の
人
物
の
読
明
を
粂
ね
て
そ
れ
を
見
て
お

ヤ
」

A
ノ
。一

O
二
五
年
、

一
O
一
七
年
に
は
へ
ラ
l
ト

-141ー

マ
ス
ウ
l
ド
は
父
に
よ
り
ワ
リ

1
・
ア
フ
ド
(
司
包
工
〆

E
、
皇
太
子
〉
と
定
め
ら
れ
な
・
当
日
)
、

(
お
)

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
時
ア
プ
I
・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
ニ
ー
が
そ
の
副
官
(
宮
昏

E
E
)
と
な
り
、
ま
た
グ
ラ

l
ム
等
の
配
下
が
マ
ス
ウ
l
ド

(
川
品
)

に
輿
え
ら
れ
た
と
言
う
。
こ
れ
が
冨
B
J
E
q帥
ロ
の
第
一
の
母
艦
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
が
て
マ
フ
ム

l
ド
は
ム
ハ
ン
マ
ド
を
自
身
の

(

お

)

後
継
者
に
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

マ
ス
ウ
l
ド
は
一
・
時
捕
え
ら
れ
ム
ル
タ
l
ン
(
冨
己

g
ロ
〉
に
流
さ
れ
守
・
自
由
)
、

マ
ス
ウ
l
ド
の
臣
下
も

不
遇
と
な
っ
て
い
た
。

ア
ブ

1
・
サ
フ
ル
は
ガ
ズ
ナ
の
砦
に
監
禁
さ
れ
た
な
・
ミ
)
。

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
後
ハ
l
ジ
プ
の
ヒ
ル
ア

P
E
F、
賜
衣
)

を
受
け
た
ア
ブ

l
・
ア
ン
ナ
ス
ル
(
〉
げ
回
曲
目
・
Z
Zる
や
、

切
同
町
E
F

恒口明白即『同
〉
も
マ
ス
ウ
l
ド
に
近
し
か
っ
た
た
め
に
苦
難
を
被
り
、

同
じ
く
ヒ
ル
ア
を
得
た
ナ
デ
ィ
l
ム
の
ア
プ
l
・
バ
ク
ル
・
フ
サ
イ
リ
l
(
〉
吉

後
に
マ
ス
ウ
I
ド
に
よ
っ
て
再
び
引
き
上
げ
ら
れ
た
者
達
で
あ
っ

(

お

)

一
方
マ
フ
ム
l
ド
は
一

O
二
九
年
に
レ
イ
を
征
服
す
る
と
マ
ス
ウ
I
ド
を
そ
の
地
に
残
し
た
。
こ
の
時
、
マ
ス
ウ
l

ド
の
下
に
は
シ
パ
l
フ
サ
l
ラ
l
ル
と
し
て
タ
シ
ュ
、
大
ハ
l
ジ
プ
と
し
て
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ム
(
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
!
と
は
別
人
〉
、
文
書
臆
長
官

た
(
官
官
-
N
E
-
N
O
ア
ミ
3
0
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と
し
て
タ
l
ヒ
ル
が
い
た
〈
官
官
・
叶
・

H
C。
レ
イ
の
マ
ス
ウ
l
ド
軍
は
し
か
し
な
が
ら
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
な
・
ミ
3
0
タ
シ
ュ
は
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先
に
見
た
如
く
冨
与

S
E
q
E
で
あ
っ
た
が
、
他
は
経
験
の
少
な
い
若
い
者
達
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ャ

l
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、

マ
ス
ウ
l
ド
は
後
に
ホ
ラ
ズ
ム

へ
ラ

1
ト
で
即
位
す
る
前
は
自
分
の
下
に
は
「
方
策
を
正
し
く
行
な
う
よ
う
な
王
園
の
老
臣
守
可
山

岳
三
包
)

が
い
な
か
円
た
。」

2
・企
3
と
言
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
達
が
マ
ス
ウ
l
ド
の
下
に
あ
っ
て
冨
g
d
E
Zロ
の
も
う
一
つ
の

母
鐙
と
な
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
。
特
に
タ

l
ヒ
ル
は
ア
ブ
ド
ウ

l
ス
と
と
も
に
ア
ブ
l
・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
一
一

l
に
従
い
傘
大
に
振

舞
っ
て
い
た
と
そ
の
同
じ
手
紙
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
ア
ブ

l
・
ア
ル
ハ
サ
ン
・
イ
ラ

l
キ
l

(
〉
吉
白
「
司

E
S
-
-
A
H
E
C
も
マ
ス

ウ
1
ド
即
位
前
後
に
そ
の
側
近
く
に
あ
っ
た
人
物
で
、

一
O
三
八
年
に
死
去
し
た
時
、
彼
は
抜
擢
(
『

R
E与
三
)
さ
れ
て
か
ら
八
、
九
年
で
あ

っ
た
と
言
う
守
・
ご
ω)
。

こ
の
よ
う
に
冨
g
d岳
ユ
ロ
は
へ
ラ
l
ト
時
代
か
ら
マ
ス
ウ
l
ド
に
仕
え
て
苦
笑
を
と
も
に
し
て
来
た
者
達
と
レ
イ

で
マ
ス
ウ
l
ド
に
仕
え
て
い
た
者
と
か
ら
な
っ
て
お
り

マ
フ
ム

l
ド
時
代
か
ら
の
マ
ス
ウ
l
ド
子
飼
い
の
臣
下
達
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た。
以
上
、
バ
イ
ハ
キ
l
史
の
用
例
を
も
と
に
冨
与

S
E
q宮
-
z
g
nz
q宮
の

特
徴
を
一
示
し
、
南
者
に
属
す
る
人
名
の
抽
出
を
行
な
っ
て
き

そ
の
過
程
で
雨
者
を
規
定
す
る
鍵
と
し
て

a
d
R
r曲目
古
舟
3

と
い
う
語
に
注
目
し
た
わ
け
だ
が
、

」
こ
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
語
に
よ
っ

-142ー

て
雨
者
を
定
義
し
う
る
か
否
か
を
問
題
と
し
て
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
黙
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う

一
つ
は
富
田

f
s
E
q帥
ロu

宮
宮
内
包
ぞ
削
ロ
を
区
別
す
る
僚
件
が
、
彼
ら
が
マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
l
ド
の

ゲ
白
円

r由
回
}
回
目
円
凶
叩

で
あ
る
と
い

う
事
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
か
ど
う
か
、
も
う

一
つ
は
冨
品
目

E
q
E
W
E
g
d仏
HBロ
と
マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
l
ド
の
ゲ
同
門

w
g
r
E刊
は

一
致
す
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。

第

一
の
貼
に
つ
い
て
他
に
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
ボ
ス
ワ

l
ス
の
言
に
あ
る
如
く
、
マ
ス
ウ

1
ド
即
位
を
支
持

し
た
か
否
か
を
一
つ
の
基
準
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ス
ウ
l
ド
の
勝
利
を
へ
ラ

l
ト
に
お
け
る
即
位
(
一

O
三
O
年
十
月
)
と
考
え

る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
ニ

l
シ
ャ
ー
プ

l
ル
で
マ
ス
ウ
l
ド
支
持
を
表
明
し
た
ガ

I
ス
ィ

1
2・
ち
)
も
、
あ
る
い

は
テ
ギ
l
ナ

i
パ
l
ド
で

ム
ハ
ン
マ
ド
を
贋
位
し
全
軍
を
マ
ス
ウ

l
ド
の
下
に
達
せ
し
め
た
ア
リ
l
・
カ
リ

l
ブ
も
「
勝
利
し
た
側
に
つ
い
た
者
」
と
な
る
。
し
か
る
に
雨

者
は
先
に
見
た
如
く
冨
与

B
E
F
Eロ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
考
え
方
で
は
レ
イ
で
マ
ス
ウ
l
ド
に
仕
え
て
い
た
タ
シ
ュ
が
冨
与

B
E
F
Eロ



で
あ
る
事
、

ホ
ラ
ズ
ム
の
軍
の
中
に
も
冨
品
目
立
ぞ
削
ロ
が
い
た
事
(
前
掲
用
例

ω、
的
、

ω)
の
説
明
、
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
考

え
を
と
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、

雨
者
は
マ
フ
ム

1
ド、

マ
ス
ウ
l
ド
の
ど
ち
ら
の

σ
R
w
g
z
r
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
可

能
性
が
極
め
て
強
い
と
言
え
る
。

第
二
の
貼
は
、
言
い
か
え
れ
ば
雨
者
の
匡
分
が
臣
下
全
鐙
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
か
否
か
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
前
掲
用
例
制
、
刷
、

ωに

お
い
て
匡
分
が
遁
用
さ
れ
て
い
る
の
は
将
軍
達
に
劃
し
て
で
あ
り
、
決
し
て
一
般
兵
士
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。

M
W
の
例
で
も
や
は
り

J
R
w
と
し

て
言
及
さ
れ
、
臣
下
全
瞳
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
事
か
ら
呂
田
f
B
Eぞ帥
P
冨

g
d島
可
削
ロ
の
匿
分
は
一
部
の
有
力
な
人
々
に
の
み
遁

用
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
第
一
の
黙
と
あ
わ
せ
て
、
彼
ら
の
各
々
が
マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
l
v
f
の
ゲ
R
W
S
E骨
と
一
致
す
る
と
い

う
事
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
以
上
の
事
柄
を
ふ
ま
え
て
、

マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
1
ド
の
ゲ

R
w
g
z
r
で
あ
る
と
こ
ろ
の
雨
者
が
明
確
に
匡
分
さ
れ
た
背
景

ー
ム
出
身
だ
っ
た
。
彼
ら
は
購
入
さ
れ
た
り
贈
物
と
し
て
贈
ら
れ
た
り
、

ま
た
戟
争
捕
虜
と
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
り
し
た
者
達
で
、
主
人
に

-143ー

を
考
察
す
る
事
を
も
っ
て
本
一
章
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
既
に
ボ
ス
ワ

1
ス
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
ガ
ズ
ナ
朝
の
軍
人
の
多
く
は
ト
ル
コ
人
グ
ラ

よ
っ
て
養
わ
れ
、
主
人
と
の
み
個
人
的
に
結
び
つ
き
、
忠
誠
心
厚
く
、
し
か
も
地
縁
血
縁
的
背
景
を
持
た
ぬ
理
想
的
な
軍
事
力
を
主
人
に
提
供
し

(

幻

〉

た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
主
人
に
依
存
す
る
度
合
い
の
高
い
者
達
で
あ
っ
た
か
を
示
す
例
が
あ
る
。

一
O
三
二
年
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
・

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
が
ダ
ブ
l
ス
ィ

l
エ
(
ロ
与
口
印
刷
苦
)
で
の
ア
リ
l
テ
ギ
ン
と
の
戦
い
で
死
去
し
た
時
、
嘗
時
彼
の
副
官
で
あ
っ
た
ア
フ
マ

ド
・
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
サ
マ
ド
が
最
も
心
を
砕
い
た
の
は
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
の
グ
ラ
l
ム
達
の
虚
遇
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
主
人
の
死
に
完

全
に
恐
慌
を
き
た
し
て
お
り
逃
亡
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
か
っ
た
。
ア
フ
マ
ド
は
彼
ら
を
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
に
仕
え
て
い
た
時
と
同
様
に
遇

す
る
と
言
つ
て
な
だ
め
た
が
、
そ
れ
で
も
戦
場
を
完
全
に
離
脱
す
る
ま
で
彼
ら
の
馬
を
取
り
上
げ
、
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
配
慮
し
て
、
ど
う
に
か
ホ

ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
の
死
を
敵
に
気
取
ら
れ
ぬ
ま
ま
退
却
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
る

(
3・ι
8
2
)。
ま
た
一

O
一
一
一
一
年
に
エ
ル
ヤ
ル
ク
が
捕
え

329 

ら
れ
た
時
も
彼
の
グ
ラ
l
ム
達
が
館
に
た
て
こ
も
っ
て
抵
抗
し
た

(
3・
N
E
l
由
印
)
。
こ
れ
も
グ
ラ
l
ム
が
そ
の
主
人
に
運
命
を
託
し
て
い
た
と



330 

い
う
一
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
l
ム
達
は
や
が
て
昇
進
す
る
と
、

(お〉

い
わ
ゆ
る
隷
属
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
う
な
っ
た
後
で
も
彼
ら

リ

l
・
カ
リ

l
プ
は
、

に
は
自
分
を
養
い
、
昇
進
さ
せ
て
く
れ
た
主
人
へ
の
忠
誠
心
と
諦
属
意
識
と
が
存
し
た
。
テ
ギ
I
ナ
1
パ
1
ド
で
ム
ハ
ン
マ
ド
を
慶
位
し
た
ア

へ
ラ
l
ト
へ
行
っ
た
場
合
の
自
分
の
身
の
危
険
を
十
分
承
知
し
、
家
族
に
別
れ
の
手
紙
を
書
い
て
い
た
。
嘗
時
彼
は
テ

ギ
l
ナ
l
パ
I
ド
の
軍
を
掌
握
し
て
お
り
、
そ
れ
を
用
い
て
軍
事
行
動
を
起
す
事
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
こ
の
王
家
の
不
和
は
(
自
分
が
反
飢
を
起
せ
ば
)
鎮
ま
り
は
し
な
い
。
私
は
そ
の
源
に
い
る
の
だ
。
周
圏
の
王
達
は
そ
の
過
ち
を
我
が

主
君
マ
フ
ム
l
ド
に
蹄
し
、

『
彼
の
如
く
長
く
生
き
、
地
上
の
王
達
に
打
勝
っ
た
一
帝
王
で
も
、
死
の
前
に
自
ら
の
家
に
秩
序
を
定
め
る
事

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
だ
。
』

と
言
う
だ
ろ
う
。

(
だ
か
ら
〉
私
は
(
ヘ
ラ
l
ト
へ
行
き
)

ど
こ
か
に
監

禁
、
幽
閉
さ
れ
る
事
も
受
け
入
れ
る
。
」
守

-g)

」
れ
ら
の
例
か
ら
も
マ
フ
ム
l
ド
、

マ
ス
ウ
l
ド
と
そ
の
グ
ラ
l
ム
達
の
結
び
つ
き
の
強
さ
は
推
察
で
き
よ
う
。

一
方
官
僚
達
は
.
と
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ガ
ズ
ナ
朝
の
官
僚
の
多
く
は
嘗
-
初
サ
l
マ
l
ン
朝
か
ら
移
籍
し
た
者
達
だ
っ
た
。

マ
フ
ム
l
ド
の

-144ー

は
も
と
サ

1
7
l
ン
朝
の
書
記
で
あ
っ
た
し
、

(

鈎

)

マ
フ
ム
l
ド
自
身
征
服
し
た
各
地
か
ら
有
能
な
人
々
を
次
々
と
ガ
ズ
ナ
に
迭
り
、
行
政
そ
の
他
に
役
立
て
た
。
そ
も
そ
も
が
ア
ル
プ
テ
ギ
ン

(〉

sthuと
に
率
い
ら
れ
て
ガ
ズ
ナ
に
や
っ
て
来
た
ト
ル
コ
人
グ
ラ
l
ム
を
中
心
と
す
る
寧
圏
に
起
源
を
持
つ
ガ
ズ
ナ
朝
が
、

最
初
の
ワ
ズ
ィ

I
ル
だ
っ
た
イ
ス
フ
ア
ラ
l
イ
ニ
l
(
〉
ゲ
ロ
同
て
〉
ゲ
ゲ
山
田
丘
'
F
F
H包
口
問
)

セ
。
ヒ
ュ
ク
テ

ギ
ン

(ω
同

σ
g
r
z
m
Z
)
、
マ
フ
ム
l
ド
の
時
代
に
急
激
に
領
土
を
嬢
大
し
支
配
し
て
い
っ
た
過
程
に
お
い
て
、

(
州
制
〉

必
要
不
可
紋
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
官
僚
の
昇
進
は
大
瞳
そ
の
能
力
と
経
験
に
よ
っ
て
い
た
が
、
結
局
は
ス
ル
タ
ン
に
そ
の
力
を
認
め
ら
れ
る
か

否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
例
え
ば
一

O
二
四
年
、
失
脚
し
た
マ
イ
マ
ン
デ
ィ
!
の
後
任
を
決
め
る
際
、
並
い
る
候
補
者
を
押
し
の
け
て
選
ば
れ

(
4〉

た
の
は
マ
フ
ム

1
ド
の
寵
臣
と
も
い
え
る
ハ
サ
ナ
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
有
能
な
官
僚
達
は

こ
の
よ
う
に
軍
人
と
官
僚
に
事
情
の
差
こ
そ
あ
れ
、
彼
ら
は
如
何
な
る
地
縁
的
血
縁
的
背
景
も
持
た
ず
、

ス
ル
タ
ン
と
の
個
人
的
関
係
に
お

い
て
抜
擢
〈
r
R
-
s
r三
〉
さ
れ
登
用
さ
れ
た
者
達
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
宮
白

f
s
z
q
E
w
冨
g
d門
出
可
削
ロ
の
匡
分
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
彼



ら
と
そ
の
主
君
の
個
人
的
関
係
の
強
き
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
関
係
と
は
、
例
え
ば
先
に
見
た
如
く
、
即
位
前
、
不
遇

な
朕
況
に
あ
っ
た
主
君
に
仕
え
た
臣
下
達
と
マ
ス
ウ
l
ド
の
聞
で
結
ば
れ
、
強
め
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
如
く
、
冨
与

g
z
q帥
p
z
s
d
L
q
E
は、

各
々
マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
l
ド
と
の
聞
に
強
い
個
人
的
結
び
つ
き
を
持
っ
た
、

し、

わ
ば
マ
フ
ム
l
ド
、

マ
ス
ウ
l
ド
の
側
近
的
家
臣
圏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
側
近
的
家
臣
圏
は
、
王
朝
の
君
主
の
交
代
に
伴
っ
て
入
れ
替
る
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

ボ
ス
ワ
l
ス
が

ム
ハ
ン
マ
ド
の
ワ
ズ
ィ

(

必

)

l
ル
だ
っ
た
ア
ブ

1
・
サ
フ

ル
・
ハ
ム
ダ
ウ
ィ
ー
が
マ
ス
ウ
l
ド
郎
位
後
排
斥
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
事
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ

「
一
掃
」
と
言
う
の
も
そ
の
考
え
か
ら
の
事
か
と
思
わ
れ
る
が
、
果
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ス
ワ

l
ス
は
、

以
上
の
事
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
章
に
お
い
て
マ
ス
ウ

l
ド
の
新
健
制
の
人
的
構
成
と
、
先
に
抽
出
し
た
人
名
と
を
照
合
し
、
こ

の
黙
を
検
謹
し
て
み
た
い
。

E 

マ
ス
ウ
1
ド
の
新
鐙
制

-145ー

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
に
よ
り
マ
ス
ウ
l
ド
の
軍
と
テ
ギ
l
ナ

1
パ
1
ド
の
軍
が
合
流
し
、
ま
た
宮
与
B
包
囲
可
帥
ロ
と
冨

g
d缶
百
ロ
が
マ
ス
ウ

(

必

)

l
ド
の
下
に
混
在
す
る
事
と
な

っ
た
。
マ
イ
マ
ン
デ
ィ

l
は

一
O
一
二
一
年
初
頭
に
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
就
任
す
る
と
、
各
官
僚
の
風
紀
を
た
だ
し
、

序
列
の
凱
れ
た
部
署
を
秩
序
だ
て
、
ま
た
ス
ル
タ
ン
と
の
相
談
に
よ
り
新
た
な
人
事
を
推
進
し
た

(
3・
5
N
l
g
)。
行
政
部
門
の
そ
れ
が
比
較

的
園
滑
に
進
ん
だ
の
に
封
し
、
軍
人
達
に
つ
い
て
は
巌
し
い
措
置
が
な
さ
れ
た
。
次
に
あ
げ
た
人
々
が
次
々
と
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

田

メ
-
Z
O
R同

σ
・
:
:
一

O
三
O
年
十
一
月
逮
捕
。
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回回

恒白回目ロ同
r
:
:
:
マ
フ
ム

l
ド
の
三
人
自
の
ワ
ズ
ィ

I
ル。

(

必

)

一
0
=二
年
二
月
慮
刑
。

F
3
2門

Hi---
一

o=二
年
三
月
逮
捕
。
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回

O
E
N同:::一

O
一三

年
四
月
逮
捕。

回

JE∞
丘
:
:
:
マ
ス
ウ

l
ド
の
叔
父。

ム
ハ
ン
マ
ド
擁
立
の
中
心
的
人
物
。

一
O
二
二
年
五
月
逮
捕
。

回

E
S
E
E
r
-
-:
:
一

o=二
年
-
暗
殺
計
童
失
敗
。

各
々
の
事
件
経
過
に
つ
い
て
は
ゲ
ル
プ
ケ
、

ボ
ス
ワ

1
ス
の
研
究
に
詳
し
い
。
ま
た
キ
ョ
プ
リ
ュ
リ
ュ
は
、
呂
田
印
a
D
門r
zロ
が
宮
与

B
E
F可劃ロ

マ
ス
ウ

l
ド

が

宮

与

s
z
q
uロ
の
数
人
に
針
し
て
持
っ
て
い
た
復
讐
心
を
利
用
し

に
取
っ
て
か
わ
り
権
力
を
得
る
た
め
、
彼
ら
を
中
傷
し
、

(

必

)

た
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
事
件
を
詳
細
に
検
討
す
る
事
は
し
な
い
が
、
只
、
失
脚
し
た
の
は
皆
が
皆
マ
ス
ウ

l
ド
に
腕
ま
れ
て
い

た
者
で
は
な
か
っ
た
(
ガ
l
ズ
ィ
l
、
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ

ユ
)
事
、
お
よ
び
冨
回
一

v
s
E
q
E
の
重
策
に
よ
り
失
脚
し
た
者
も
い
た
(
エ
ル
ヤ
ル
夕
、

ガ
l
ズ
ィ
l
)
事
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
の
貼
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。

さ
て
マ
ス
ウ

l
ド
の
新
健
制
の
顔
燭
れ
を
見
て
み
よ
う
。

-146-

囚

ワ
ズ
ィ
l
ル
:
:
:
冨
色
目
白
ロ
告

(
以
前
マ
フ
ム
l
ド
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
〉
〔
豆
与
・
目当・ロ
Hl
己
-

回

文
書
聴
長
官
:
:
:
〉

Z
Z
S
Z
Z
5
r
r智
〔
玄
与
・
3
・

aー
=
・
ロ
∞

l
g〕

軍
務
臆
長
官
:
:
:
〉

Eω
白
Y
E
N
E
N
S
M
〔ζ

2
・司・

5
日〕

〈

日

明

)

監
察
長
官
:
:
:
〉
吉

ω白
E
ム
民
自
己
担
当
同

〔7
p
f
・
官
-
沼
町
〕

回回回

大
ハ

l
ジ
ブ
:
:
:
白
石
包
括

E
〔

F
P
7
司・

5
3

回

宮
廷
グ
ラ

l
ム
の
件
:
・
:
∞
岳
Z
m
r岳
〔玄
与
・
〕

回

ホ
ラ

l
サ

l
ン
の
∞
ヲ
:
:
:
メ
'Z
ふ
り
帥
可
曲
〔
p
p
f
・唱・

8
8

図

ホ
ラ

l
サ

l
ン
の
印
門戸
:
:
:
ω
口
巴
〔
ζ

2
・〕

回

イ
ラ
ク
の
印
刷
y
:
:
:
叶
帥
凹
『
ム
明
白
円
H
r
y
〔
玄
与
・
2
y
宏
司
品
吋
〕

回

イ
ラ
ク
軍
副
官
:
:
:
吋
削

E
同〔
ζ

2
・唱
・む
ω〕



回園田

イ
ン
ド
の
∞
MY--::
〉ザ同同区内田・
F

H

口
弘
己
閃

z
q
z・ω
怠
|
m
N
〕

イ
ン
ド
の
∞
件
:
:
:
〉
ゲ
ロ
回
目
・
回
目
白
ロ
舟
〉

'rr・
ω吉
岡
帥
N
M

〔p
p
f
・〕

ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
・:
:・〉

-E巳
E
r
〔
冨
与
・
〕

※
F
向
島

f
H
g
品
目
E
q
E

宮曲目

-up白
8
6
b
Z口

※
※
頁
数
は
、
吋
切
の
関
連
箇
所
を
一
万
す
。

臼

-
-
H
サ

1
ラ
l
ル

印
刷
》

-
H
H
シ
パ

l
フ
サ

l
ラ

1
ル

1
・
u
地
方
長
官

(

円

引

)

表
中
図
、
回
、
回
、
回
、
回
、
回
、
回
は
明
ら
か
に
呂
品
目
白
金
ユ
ロ
、
田
は
マ
フ
ム

l
ド
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
で
も
あ
っ
た
人
物
、
図
も
マ
フ
ム

l

(
必
〉

ド
の
厚
い
信
頼
を
受
け
て
首
一
該
職
に
つ
い
て
い
た
人
物
で
、

と
も
に
冨
品
目

E
q
E
と
考
え
ら
れ
る
。
図
、
固
は

E
g
d門ご
E
で
あ
り
、

困
は
バ
イ
ハ
キ
ー
に
よ
り

z
ロ
2
・F
F
倒
的
芯
=
と
呼
ば
れ
て
お
り

Q
-
E
N〉、

z
s
d内出可削ロ

(

川

知

)

E
F
E
N
-
同M
w
w

で
あ
っ
た
が
、

の
可
能
性
が
高
い
。
回
は
も
と
マ
フ
ム

l
ド
の

マ
ス
ウ
l
ド
に
よ
り
シ
パ

l
フ
サ

l
ラ
1
ル
に
抜
擢
さ
れ
て
お
り
、

ど
ち
ら
と
の
結
び
つ
き
が
深
か
っ
た
か
不
明

-147ー

で
あ
る
た
め
匡
分
を
保
留
し
た
。

一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
新
鐙
制
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
は
冨
与

B
Eぽ
宮
の
方
が
多
い
。
失
脚
し
た
軍
人
達
の
後
任
も
宮
与

s
z
q
E

で
あ
っ
た
し
、
官
僚
も
配
置
の
襲
っ
た
者
が
い
る
に
せ
よ
、
各
々
要
職
に
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
は
如
何
な
る
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
も
燭
れ
た
如
く
、
ガ
ズ
ナ
朝
の
官
僚
に
は
高
い
質
務
能
力
が
要
求
さ
れ
た
。
例
え
ば
徴
税
に
滞
り
が
生
じ
た
場
合
、
嘗
一
該
地
の
徴
税
官

(

印

)

の
み
な
ら
ず
ワ
ズ
ィ
l
ル
ま
で
が
罷
菟
さ
れ
る
事
も
あ
っ
た
。
逆
に
有
能
な
者
は
ス
ル
タ
ン
に
も
高
く
評
債
さ
れ
た
。
ア
ブ
l
・
ナ
ス
ル
・
ム

シ
ュ
カ

l
ン
は
ア
ブ

l
・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
ニ

1
の
中
傷
を
受
け
た
が
、

マ
ス
ウ

l
ド
は
彼
の
能
力
を
認
め
、
直
々
に
説
得
し
て
自
分
の
下
で

レ
イ
時
代
か
ら
の
マ
ス
ウ

1
ド
の
配
下
に
は
経
験
あ
る
老
臣
が
少
な
く
、
有
能

文
書
鹿
長
官
を
つ
と
め
さ
せ
た

(
3・
al記

)

0

前
述
の
如
く
、

な
冨
品
目
。
仏
《
官
官
僚
が
多
く
ス
ル
タ
ン
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
軍
人
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

Z
S
A
E
q
E
の
軍
人
達
は
マ
ス
ウ

l
ド
の
権
力
行
使
の
核
と
な
る
べ
き
存
在
で
、

そ
の
離
で
は
ボ
ス
ワ

l
ス
の
言
う
通
り
宮
与

S
E
q
E
が
一
掃
さ
れ
、
冨

g
d金
司
削
ロ
が
軍
の
上
層
部
を
占
め
る
と
い
う
猷
況
の
方
が
理
解
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し
や
す
い
が
、
貫
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
ガ
ズ
ナ
朝
の
軍
の
持
つ
も
う

一
つ
の
特
徴
を
あ
げ
る
事
が
で
き
る
か
と

(

日

)

思
わ
れ
る
。
ボ
ス
ワ
l
ス
自
身
指
摘
し
て
い
る
通
り
ガ
ズ
ナ
朝
の
軍
は
様
々
な
人
種
の
軍
圏
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
軍
国
は
箪
猫

行
動
を
避
け
、
他
の
寧
固
と
混
成
さ
れ
た
。
例
え
ば
イ
ン
ド
人
軍
聞
に
は
イ
ン
ド
人
軍
国
の
サ
l
ラ
l
ル
が
、
ア
ラ
ブ

・
ク
ル
ド
人
軍
国
に
は

一
方
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
兵
達
は
軍
務
聴
か
ら
給
輿
を
輿
え
ら
れ
る
傭
兵
で
あ
り
、
彼
ら
を
率
い
る
サ
l
ラ
l
ル
は
配
下
を
養
う
義

(
臼
〉

務
を
負
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
央
か
ら
汲
遣
さ
れ
る
軍
務
臆
長
官
の
代
官
官
巴
『
)
の
役
目
で
あ
っ
た
。
経
済
的
な
紳
が
存
在
し
な

そ
の
サ
l
ラ
l
ル
が
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
軍
国
は
遠
征
軍
等
を
編
成
す
る
際
、
そ
の
遠
征
軍
の
サ
l
ラ
l
ル
の
下
に
遁
宜
組
み
入
れ
ら
れ
た
の

(

臼

)

で
あ
る
。

か
っ
た
た
め
、

遠
征
の
度
毎
に
様
々
な
兵
を
率
い
ね
ば
な
ら
な
い
サ
l
ラ

1
ル
達
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
戦
術
、
指
揮
能
力
に
お
い

て
優
れ
て
い
る
事
、

そ
し
て
自
身
の
力
を
保
誼
す
る
グ
ラ
1
ム
を
多
く
持
っ
て
い
る
事
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
リ
l

・ゃタ
l
ヤ
勺
〉
一

U
S陶
)
が
ホ
ラ

1
サ
!
ン
の
シ

パ
l
フ
サ

I
ラ

l
ル
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、

「
彼
よ
り
も
立
汲
で
経
験
深
い
(
玄
『
〉
人
物
は
お
ら
ず
、

彼
は
武

-148ー

器
、
装
備
、

グ
ラ
!
ム
を
持

っ
て
い
る
」
守
・
色
町
)
か
ら
で
あ
っ
た
。

(

臼

)

ム
の
み
は
別
記
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

配
下
、

箪
の
観
閲
式
の
際
も
そ
の
軍
を
率
い
る
サ

i
ラ
l
ル
の
グ
ラ
l

マ
フ
ム

l
ド
に
よ
り

Z
H
E喜
正
さ
れ
て
い
た
軍
人
達
の
多
く
は
、

経
験
を
積

ま
た
〉
]
同
ロ
ロ
・

(

日

)

広∞

y
q削
ロ
と
呼
ば
れ
る
配
下
ま
で
持

っ
て
い
た
(
前
章
用
例
制
)
。
こ
れ
ら

冨
与
ヨ

E
J
E
の
軍
人
達
は
慶
大
な
領
土
の
支
配
と
防
衛
の
た
め

み
、
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
l
ム
を
多
く
持
っ
て
い
た
。

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
が
良
い
例
で
、
彼
は
軍
人
と
し
て
の
名
聾
も
高
く
、

に
は
必
要
不
可
級
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
マ
ス
ウ
l
ド
の
王
擦
を
脅
か
す
要
素
で
も
あ
っ
た
。

冨
与

s
z
q
E
箪
人
の
失
脚
に
お
い
て
注
意
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
彼
ら
の
逮
捕
が
最
終
的
に
は
ス
ル
タ
ン
の
決
定
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
事
で
あ
る
。
彼
ら
の
失
脚
が
ス
ル
タ
ン
へ
の
権
力
集

中
に
大
き
な
役
割
を
果
し
、
他
の
宮
与

B
E
q削
ロ
へ
の
警
告
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
を
支
持
し

た
ガ
l
ズ
ィ

l
が
失
脚
し
、

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
暗
殺
計
童
が
た
て
ら
れ
た
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
宮
与
ヨ

E
q
E
軍
人
全
て

を
排
除
す
る
事
も
周
圏
の
紋
況
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
マ
ス
ウ
l
ド
は
、

ア
リ
l
・
カ
リ
1
9フ
達
を
排
斥
す
る
一
方

で
他
の
冨
品
目

E
q
E
軍
人
に
大
き
な
配
慮
を
行
い
、
彼
ら
を
自
分
の
下
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
現
わ
れ
が

宮
曲
}
V
S
D
L
F
U
N
帥
ロ
の



働
き
か
け
に
よ
る
ガ
l
ズ
ィ
!
の
逮
捕
で
あ
り
、

タ
シ
ュ
を
イ
ラ
ク
に
迭
っ
た
事
で
あ
り
、
そ
の
タ
シ
ュ
に
輿
え
た
指
示
な
の
で
あ
る
ハ
前
章

用
例

ω、
ω、
倒
〉
。
そ
の
上
、

一
つ
の
軍
に
冨
与

B
E
q
E
と

冨

g
d門
出
可
削
ロ
を
混
在
さ
せ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
も
し
た
よ
う
で
あ
る

(
前
章
用
例
側
、
倒
、
的
)
。

こ
の
よ
う
に
ス
ル
タ
ン
の
権
力
集
中
の
遁
程
で
数
人
の
富
岳

B
E
q
E
有
力
軍
人
が
失
脚
し
は
し
た
が
、
慶
大
な
領
土
支
配
と
巌
し
い
政

情
と
か
ら
富
島
自
主

qmE
の
官
僚
、
軍
人
は
必
要
と
さ
れ
、
マ
ス
ウ

l
ド
の
新
韓
制
は
彼
ら
に
大
き
く
依
存
し
て
出
費
し
た
。
冨
同

f
g
z
q
E

は
決
し
て
ご
掃
」
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
責
務
能
力
を
買
わ
れ
て
登
用
さ
れ
た
富
島
ロ

B
E
q宮
の
マ
ス
ウ
l
ド
の
下
で
の
立
場
は
、

以
前
か
ら
の

子
飼
い
の
臣
下
で
あ
る
呂
田
印
d
仏
ぽ
宮
の
そ
れ
と
は
自
ら
性
格
を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
以
後
の
雨
者
の
活
動
を
見
る

事
に
よ
っ
て
そ
の
遣
い
を
示
し
、

ま
た
、
雨
者
と
ス
ル
タ
ン
の
闘
係
が
政
治
史
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

-149ー

m山
岨

マ
ス
ウ

l
ド
、
宮
与

g
z
q
E
w
z
s
d
ι
q
E
の
そ
の
後

付

呂田印

AEHEロ
の
活
動

一
O
=二
年
の
マ
イ
マ
ン
デ
ィ

l
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
が
マ
ス
ウ
l
ド
新
健
制
成
立
の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
事
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
パ

イ
ハ
キ
]
史
に
は
そ
の
後
の
朕
況
を
記
し
た
次
の
よ
う
な
一
簡
が
あ
る
。

や
り
方
を
と
っ
た
。

「
事
柄
は
定
ま
り
、
軍
、
民
衆
、
有
力
者
、
そ
し
て
同
〈
宮
は
皆
喜
び
、
心
を
こ
の
主
君
に
固
く
結
ん
だ
。
彼
も
立
波
な
、
稽
讃
す
べ
き

も
し
彼
が
そ
の
上
に
留
ま
っ
て
い
た
な
ら
何
の
災
厄
も
生
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

wrd〈
仰
す
ム
ゲ
ロ
N
口
同
町

(
ワ
ズ
ィ

1
ル
)
の
ア
フ
マ
ド

・
ハ
サ
ン
(
マ
イ
マ
ン
デ
ィ

1
)
の
他
に
、
恨
み
深
く
し
て
い
る
事
が
で
き
ず
、

王
達
の
心
、
と
り
わ
け

335 

若
く
幸
運
な
王
の
心
を
襲
え
よ
う
と
望
み
、
自
ら
の
野
心
に
事
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
『
秘
密
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
達

(3N可
EIF
巳

E
E〉』
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が
い
た
。
」

(
3・ω
8
1
8
)

文
中
の
『
秘
密
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
』
と
い
う
の
は
そ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
考
え
て

zsdιqz
の
事
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
第

I
章
で
抽
出
し

た

冨

g
d
L
F
Zロ
の
個
々
の
活
動
を
以
下
追
っ
て
み
る
事
と
す
る
。

① 

ア
ブ
l

・
サ
フ
ル
・
ザ
ウ
ザ
ニ

l

彼
は

一
O
三

一年、

マ
ス
ウ
l
ド
に
働
き
か
け
、

(

日

)

か
つ
て
ム
ハ
ン
マ
ド
が
臣
下
に
輿
え
て
い
た
バ
イ
ア
の
金
(
ヨ
刷
工

Z
勺
と
と
下
賜
(
色
白
)

と
を
回
牧
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
失
敗
し
、
金
は
回
牧
さ
れ
ず
、

ア
プ

1
・
サ
フ
ル
は
多
く
の
人
々
の
反
感
を
買
っ
た

(
3・8
∞
i

ち
)
。
次
い
で
同
年
末
、
彼
は
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
l
・
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
の
暗
殺
を
企
て
、

マ
ス
ウ
l
ド
自
筆
の
命
令
書
ま
で
手
に
入
れ
た
が
、

」
の
計
霊
も
事
前
に
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
側
に
漏
れ
、
挫
折
し
た
。

マ
ス
ウ
l
ド
は
計
重
の
全
責
任
を
ア
プ
l
・
サ
フ

ル
に
負
わ
せ
、
彼
を
軍

務
臆
長
官
の
職
か
ら
罷
免
し
た
(
宅
・

ιON--H3
0
こ
の
二
つ
の
董
策
に
お
い
て
、
彼
は
箪
務
臆
長
官
と
し
て
の
職
務
を
越
え
て
活
動
し
た
と
言

(

幻

)

え
る
。
し
か
し
彼
は一

O
三
四
年
に
は
ナ
デ
ィ

1
ム
と
し
て
ス
ル
タ
ン
の
側
近
く
に
復
蹄
し、

一
O
三
九
年
に
は
死
亡
し
た
ア
ブ

I
・
ナ
ス

-150ー

ル
・
ム
シ
ュ
カ
l
ン
の
後
任
と
し
て
文
書
臨
長
官
と
な
っ
た

(
3・m
F
8
3
0

② 

タ

l
ヒ
ル

一
O
三
二
年
、
イ
ラ
ク
軍
の
副
官
と
な
る
守
・
ぉ
ω
〉
が
任
務
を
遂
行
せ
ず

(3
・怠∞
1
3
)、
罷
兎
さ
れ
、

一
O
三
五
年
に
投
獄
さ
れ
死
去
し

た
〈
官
官
・
句
。
|
ご
)。

③ 

ア
ブ
ド
ウ
l
ス

ナ
デ
ィ
l
ム
と
し
て
活
動
し、

ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
暗
殺
計
董
漏
洩
に
閥
興
し
て
ス
ル
タ
ン
の
叱
責
を
受
け
る
守
・
台
。
)
が
、
直
後
に
、
命

を
狙
わ
れ
た
嘗
人
の
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
に
ア
リ
l
テ
ギ
ン
と
戦
う
よ
う
命
ず
る
と
い
う
困
難
な
任
を
受
け
、

ホ
ラ
ズ
ム
へ
赴
い
た
な
・8
3
0

一
O
三
五
年
に
は
封
ト
ル
コ
マ
ン
遠
征
軍
の
副
官
を
つ
と
め
た

2
・2
3
0



④ 

イ
ラ

I
キ
l

バ
イ
ハ
キ
l
史
に
一

O
三
O
年
頃
の
記
事
と
し
て
、

「
書
記
の
イ
ラ
l
キ
l
、

(
す
な
わ
ち
)
ア
ブ

1
・
ア
ル
ハ
サ
ン
に
は
書
潟
の
名
聾
が
あ
っ
た
が
、

(
文
書
)
臆
に
は
殆
ど
お
ら
ず
、
大

瞳
は
ア
ミ
I
ル
の
下
で
別
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
」

2
・口
3

(

回

)

と
あ
る
。
彼
は
一

O
三
五
年
に
は
マ
ス
ウ
l
ド
に
グ
ル
ガ

1
ン
(
の

5
m帥
ロ
〉
遠
征
を
秘
か
に
献
策
し
た
。
こ
の
遠
征
は
周
園
の
反
劃
に
も
拘

(

印

〉

ら
ず
遂
行
さ
れ
、
結
局
失
敗
に
終
っ
た
。
イ
ラ
l
キ
l
は
ス
ル
タ
ン
の
巌
し
い
叱
責
を
う
け
た
。
ト
ゥ
グ
リ
ル
・
ベ
ク
に
率
い
ら
れ
た
セ
ル
ジ

(

伺

〉

ュ
l
ク
が
ホ
ラ

1
サ
l
ン
に
侵
入
し
た
の
は
丁
度
こ
の
遠
征
の
最
中
で
あ
っ
た
。
イ
ラ
l
キ
ー
は
同
年
十
二
月
に
ア
ラ
ブ
・
ク
ル
ド
軍
国
の
サ

一
O
三
七
年
罷
菟
さ
れ
、
翌
年
死
去
し
た

(
3・∞
8
・
2
3
0

ー
ラ
l
ル
に
任
じ
ら
れ
た

F
・
2
3
が
戦
果
を
あ
げ
え
ず
守
-
S
3

⑤ 

ア
ブ
l
・
パ
ク
ル
・
フ
サ
イ
リ
1

ナ
デ
ィ

1
ム
と
し
て
樺
威
を
持
っ
て
い
た
が
、

一
O
三
一
年
、

マ
イ
マ
ン
デ
ィ
l
と
援
事
を
起
し
て
答
打
た
れ
る
事
と
な
り
、

ア
ブ
l
・
ナ

-151ー

ス
ル
・
ム
シ
ュ
カ
l
ン
の
仲
裁
で
か
ろ
う
じ
て
助
か
っ
た
。

マ
イ
マ
ン
デ
ィ
ー
は
こ
の
機
に
ス
ル
タ
ン
の
取
巻
連
中
に
釘
を
さ
そ
う
と
し
た
の

一
方
ス
ル
タ
ン
は
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
権
威
の
寧
重
と
自
分
の
ナ
デ
ィ

l
ム
の
擁
護
の
聞
に
立
っ
て
、
結
局
明
快
な
断
を
下
し
え
な
か
っ

で
あ
り
、

た

(
3・H
s
i
-
-
N
H
N
)
。
冨
白

fszf山
口
と
冨

g
d門
出
可
削
ロ
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
乗
っ
て
い
た
即
位
蛍
初
の
マ
ス
ウ

I
ド
の
立
場
、
が
こ
こ
に
反
映

さ
れ
て
い
る
。
ア
プ
l
・
バ
ク
ル
は
二
年
後
病
死
し
た

2
・hε
。

⑥ 

M
V凶
同
副

一
O
三
二
年
、
ア
リ

l
テ
ギ
ン
と
の
戦
い
の
た
め
に
ホ
ラ
ズ
ム
へ
迭
ら
れ
た
増
援
軍
を
ベ
ク
テ
ギ
ン
と
と
も
に
指
揮
し
守
・

8
3、

五
年
に
は
劉
ト
ル
コ
マ
ン
遠
征
軍
を
率
い
た
守
・

2
3
0
一
O
三
九
l
四

O
年
に
行
わ
れ
た
、
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
セ
ル
ジ
ュ
l
ク
に
劃
す
る
マ
一O
三

ス
ウ
l
ド
の
親
征
に
お
い
て
も
有
力
な
サ
l
ラ
I
ル
と
し
て
活
躍
し
た

(
3・斗
8
・
8
3
0

337 

⑦ 

ア
プ
I
・
ア
ン
ナ
ス
ル
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一
O
三
二
年
に
ハ

l
ジ
ブ
の
ヒ
ル
ア
を
得
た
後
、
常
に
ス
ル
タ
ン
の
側
近
く
に
あ
っ
た
。

一
時
大
ハ
l
ジ
プ
の
代
理
を
も
っ
と
め
た
(
宅

町
田
町

-
A
山由∞)
。

以
上
七
名
の
他
に
、

マ
ス
ウ

l
ド
治
世
が
進
む
に
つ
れ
て
名
が
現
わ
れ
、
活
躍
す
る
数
人
の
人
々
が
い
た
。
彼
ら
は
マ
ス
ウ

l
ド
に
抜
揮
さ

れ
た

ま
さ
し
く
新
興
冨
白
札
口
任
司
帥
ロ
で
あ
っ
た
。

ア
ブ

l
・
ア
ル
フ
ァ
ト
フ
・
ラ

l
ズ
ィ
l
(
〉
ゲ
口
巳
・
明
白
手

E

F

剛
山
山
N

日)

一
O
三
二
年
、
罷
菟
さ
れ
た
ア
ブ
l
・
サ
フ
ル

・
ザ
ウ
ザ
ニ
l
の
後
任
と
し
て
軍
務
鹿
長
官
と
な
る
。
彼
は
そ
れ
以
前
か
ら
秘
か
に
軍
の
経

(

口

出

)

費
削
減

(
g
c
p
)
を
ス
ル
タ
ン
に
献
策
し
、
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
3・品
NU
ll
ω
3
。

⑨
 

③ 

テ
ィ
ラ
グ
(
叶

F
Z
r
)

一
O
三
四
年
、
ラ
ホ

l
ル
(
円
、
与
口
同
)
で
反
観
を
起
し
た
ア
フ
マ
ド
・
イ
ナ
ル
テ
ギ
ン
に
射
し
て
汲
遣
さ
れ
た
イ
ン
ド
人
サ

l
ラ
l
ル。

v可r
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フ
ム

l
ド
時
代
よ
り
秘
か
に
マ
ス
ウ

l
ド
に
奉
仕
し
て
い
た
と
言
う
。
彼
の
任
命
に
は
反
射
の
撃
が
多
か
っ
た
が
、

マ
ス
ウ

l
ド
は
彼
を
抜
擢

(
F
R
r
g
Z
5
し
た

(
3・印
N
C
1
N
C
。
テ
イ
ラ
ク
は
反
蹴
を
銀
座
し
〈

3
・
印
包
き
一

N
〉
・
司
-
M
O
C

・

E
・-×・

3
・H
E
l
由印)、

後
に
、

イ
ン
ド
人

軍
国
の
サ

l
ラ
l
ル
に
任
じ
ら
れ
た

2
・E
3
0

⑮ 

ア
ル
ト
タ
ン
タ
シ
ユ

レ
イ
時
代
の
マ
ス
ウ
l
ド
の
大
ハ
l
ジ
ブ
。

一
O
三
五
年
の
グ
ル
ガ

l
ン
遠
征
に
従
軍
し
守
・
日
宮
)
、

一
O
三

九

四

O
年
に
は

一
軍
を
興

え
ら
れ
て
ホ
ラ

l
サ
l
ン
で
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
と
戦
っ
た
(
司
・
巴
3
0
ま
た
、
嘗
時
マ
ス
ウ

l
ド
に
最
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
人
物

で
も
あ
っ
た
(
右
-
∞
NH
l
NN)
。
タ
ン
ダ

l
ナ
カ

l
ン
の
敗
北
の
後
、
バ
ル
ブ
(
∞
と
r
r
)
防
衛
に
あ
た
司
た

(
3・
∞
ご
吋
N)
。

。
ハ
ド
ゥ
ル
(
∞
包
円
)

一O
=
一O
年、

ア
リ

l
・
カ
リ

l
ブ
が
逮
捕
さ
れ
た
際
、
彼
は
宮
廷
ハ

I
ジ
ブ
(
宮
』
Fr・
-
白
雪
印
己
と
し
て
ス
ル
タ
ン
、

ア
ブ

1
・
サ
フ
ル
、

タ
l
ヒ
ル
、

イ
ラ

1
キ
!
と
同
席
し
て
い
た
守
・

2
〉
。
嘗
時
の
朕
況
か
ら
考
え
て
レ
イ
時
代
か
ら
の
マ
ス
ウ
l
ド
の
ハ
l
ジ
ブ
で
あ
っ
た
と
言



え
る
。

一O
三
九
l
四

O
年、

マ
ス
ウ

1
ド
の
親
征
軍
に
お
い
て
は
、

ア
ラ
ブ
・
タ
ル
ド
人
軍
圏
、

そ
の
他
を
率
い
て
活
躍
し
た
(
官
官
・
叶

g
・

叶∞
N

・
8
品
〉
。
ダ
ン
ダ
l
ナ
カ

l
ン
の
敗
北
後
、
大
ハ
l
ジ
ブ
に
任
じ
ら
れ
た
守
・
∞
ゴ
)
。

⑫ 

エ
ル
テ
ギ
ン
(
伺
え
何
回
口
)

サ
ラ
フ
ス

(ω
同
門
阻
害
印
〉
近
郊
で
の
戦
い
で
は
後
衛

軍
(
臼

2
乙
を
指
揮
し
た
。
こ
の
時
、
中
軍
(
宮

5
を
ス
ル
タ
ン
、
右
翼
(
自
曲
目
白

g
る
を
ホ
ラ
l
サ
l
ン
の
シ
パ

1
フ
サ
l
ラ
l
ル
、
左
翼

(

臼

)

(自曲目白

ωg)
を
大
ハ

l
ジ
ブ
が
各
々
率
い
て
お
り
、

マ
ス
ウ
l
ド
が
「
自
ら
望
ん
で
ハ
l
ジ
ブ
と
し
た
」
人
物

2
・8N)。
一
O
三
九
年
、

エ
ル
テ
ギ
ン
は
彼
ら
に
次
い
で
有
力
な
軍
人
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
守
・
叶
毘
)
。
ま
た
閉
じ

時
期
、
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
の
代
理
で
宮
廷
グ
ラ
l
ム
軍
圏
の
指
揮
も
行
っ
た

(
3・∞
ω
∞
|
N
3
0
ダ
ン
ダ
l
ナ
カ

l
ン
の
敗
北
後
、

正
式
に
宮
廷
グ

ラ
I
ム
の
サ

l
ラ
l
ル
と
な
っ
た
な
・
匂
3
0

る
。
す
な
わ
ち
セ
ル
ジ
ュ
1
ク
と
の
戦
い
が
始
ま
る
前
と
後
で
あ
る
。
前
牢
、

E
g
d円

Hq官
、
特
に
ア
ブ

l
・
サ
フ
ル
、

タ
l
ヒ
ル
、
イ
ラ
l

~153 ー

以
上
十
二
名
の
活
動
を
ま
と
め
れ
ば
衣
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
今
、

マ
ス
ウ
l
ド
治
世
を
便
宜
的
に
一

O
三
五
年
を
境
に
前
半
と
後
半
に
わ
け

キ
ー
は
、
責
務
的
に
は
概
ね
富
田
ザ

g
z
q
E
の
下
に
あ
っ
た
も
の
の
、

ス
ル
タ
ン
の
側
近
く
に
い
て
、
自
身
の
職
務
範
圏
を
越
え
て
活
動
し

え
た
。

一
方
、
後
半
に
な
る
と
冨

g
d
e
zロ
の
軍
人
達
が
着
賓
に
力
を
伸
ば
し
、
ま
た
一
旦
ス
ル
タ
ン
の
不
興
を
買
っ
て
退
い
て
い
た
ア
プ

ー
・
サ
フ
ル
、

イ
ラ
l
キ
ー
も
何
ら
か
の
形
で
復
蹄
す
る
。
ダ
ン
ダ
l
ナ
カ

l
ン
の
敗
北
後
、

ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
、

ア
リ
l
・
ダ

1
ヤ
達
は
捕
え

ら
れ
、
パ
ド
ゥ
ル
、

エ
ル
テ
ギ
ン
が
軍
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
た

(
3・∞誌
1
4
3
0
こ
の
時
、

ア
ブ

l
・
サ
フ
ル
が
文
書
醸
長
官
、

ア
ブ

l
・
ア
ル

フ
ァ
ト
フ
が
箪
務
臆
長
官
で
あ
り

マ
ス
ウ
l
ド
即
位
嘗
-
初
の
顔
燭
れ
と
は
大
幅
に
異
な
る
。

員
に
「

z
s
d
L
q
E
が
富
田
ゲ

B
E
q
E
の

後
を
縫
い
だ
」
の
は
こ
の
時
黙
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

339 
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に)

マ
ス
ウ
l
ド
と
玄
白
ゲ
ヨ
ロ
岳
ユ
ロ

さ
て
こ
の
よ
う
な
冨
曲
叱

E
q
E
の
活
動
と
勢
力
伸
張
は
、
呂
田

f
s
Zぞ
釦
ロ
に
、

あ
る
い
は
彼
ら
と
ス
ル
タ
ン
の
関
係
に
ど
の
よ
う
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

治
世
前
半
、
富
田
グ
ヨ

E
q宮
は
概
ね
大
き
な
問
題
も
起
さ
ず
、
軍
事
、
行
政
の
中
極
を
捻
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
行
動
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼

ら
が
公
式
の
場
で
は
自
分
の
職
務
範
圏
を
越
え
る
よ
う
な
言
動
は
で
き
る
限
り
恨
ん
だ
事
で
あ
る
。

一
つ
に
は
こ
れ
は

不
用
意
な
護
言
で
疑

ス
ル
タ
ン
の
怒
り
を
買
っ
た
り
す
る
事
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
重
臣
遠
の
多
く
は
、
ス
ル
タ
ン
の
前
で
は
自
分
の
職

(

臼

)

務
で
は
な
い
と
言
っ
て
、
明
確
な
意
見
を
述
べ
る
事
さ
え
も
避
け
た
。
こ
の
よ
う
な
、
貫
務
に
徹
し
保
身
に
つ
と
め
る
と
い
う
冨
与
ヨ
包

q
E

ス
ル
タ
ン
の
下
で
の
立
場
の
違
い
が
現
わ
れ
て
い

い
を
持
た
れ
た
り
、

の
態
度
は
先
に
述
べ
た
冨

g
d岳
志
ロ
の
そ
れ
と
は
封
照
的
で
あ
り
、
こ
こ
に
雨
者
の
、

-154ー

る

し
か
し
宮
与
ヨ
ロ
門
出
ユ
ロ
が
全
面
的
に
マ
ス
ウ
l
ド
に
満
足
し
て
い
た
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
既
に

y
p
f
s
z
q
E
の
数

人
が
失
脚
し
た
時
に
、
首
時
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
マ
イ
マ
ン
デ
ィ
l
は
ス
ル
タ
ン
と
そ
の
取
繕
に
封
す
る
不
安
と
危
倶
を
ア
ブ
l
・
ナ
ス
ル
・
ム

シ
ュ
カ

l
ン
に
語
り

(
3・N
U
P

企吋)、

ま
た
前
述
の
ア
ブ

1
・
サ
フ
ル
や
イ
ラ
l
キ
l
の
献
策
に
閲
し
て
も
、

マ
イ
マ
ン
デ
ィ
l
、

ア
ブ

1

・

ナ
ス
ル
、
そ
の
他
の
重
臣
は
不
満
を
漏
ら
し
て
い
た

(
3・ω
ミ
|ω
∞-
S
∞l叶
3
。

一
O
三
三
年
、

ア
プ
l
・
ナ
ス
ル
は
バ
イ
ハ
キ
1
に
衣
の
よ

う
に
語
っ
た
。

「
こ
の
一帝
王
は
大
望
と
脂
力
に
お
い
て
彼
の
父
と
正
反
射
で
あ
る
。
彼
の
父
君
は
決
断
力
と
先
見
の
明
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
も
し
彼

が
何
か
不
合
理
な
方
策
を
採
用
し
、
『
私
は
こ
の
よ
う
に
す
る
つ
も
り
だ
。
』
と
自
身
の
専
制
的
、
濁
裁
的
地
位
か
ら
言
い
、
も
し
誰
か
が

わ
め
き
散
ら
し
、
悪
態
を
つ
い
た
。
し
か
し
彼
は
事
を
熟
考
し
た

そ
の
案
の
良
い
面
、
悪
い
面
を
示
し
て
見
せ
た
な
ら
、
彼
は
激
怒
し
、

な
ら
ば
正
し
い
道
に
戻
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
主
君
の
性
質
は
遣
う
。
彼
は
よ
く
考
え
ず
、
専
横
を
行
っ
て
い
る
。
」
な
・
臼
品
)



こ
の
よ
う
な
マ
ス
ウ
1
ド
へ
の
不
満
、
不
信
感
は
、
治
世
後
半
、

セ
ル
ジ
ュ

1
ク
と
の
戦
い
を
通
じ
て
明
確
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ャ
l
・
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
の
古
く
か
ら
の
副
官
で
、

一
O
三
三
年
、
死
去
し
た
マ
イ
マ
ン
デ
ィ

l
の
後
任
ワ
ズ
ィ

l
ル
と
な

っ
た
ア
フ
マ
ド
・
ブ
ン
・
ア
ブ
ド

・
ア

ッ
サ
マ
ド
は
、
ホ
ラ
ズ
ム
シ

(

臼

)

マ
フ
ム

l
ド
時
代
か
ら
そ
の
能
力
は
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
お
そ
ら
く
は
マ
フ

ム
ー
ド

マ
ス
ウ
l
ド
と
直
接
の
関
係
を
持
っ
た
人
物
で
は
な
く
、

し
か
も
ホ
ラ
ズ
ム

シ
ャ

l
暗
殺
計
重
阻
止
の
た
め
に
中
心
と
な
っ
て
働
い

い
わ
ば
マ
ス
ウ
l
ド
の
臣
下
の
中
で
も
異
色
の
存
在
で
あ
っ
た
。
只
、
彼
は
経
歴
や
マ
ス
ウ
l

た
に
も
拘
ら
ず
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
登
用
さ
れ
た
、

ド
と
の
関
係
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
責
務
能
力
を
買
わ
れ
て
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
貼
で
は
宮
与
ヨ
包
ぞ
削
ロ
と
共
通
す
る
賓
務

官
僚
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ス
ル
タ
ン
に
劃
し
て
意
見
を
述
べ
、
忠
告
を
な
す
の
は
専
ら
ワ
ズ
ィ

I
ル
の
務
め
と
さ
れ
て
い
た
が
た
め
、
彼
は

(

臼

)

こ
れ
以
後
マ
ス
ウ
l
ド
の
政
策
に
劃
し
何
度
も
反
劉
意
見
を
述
べ
る
事
と
な
る
。

一
方
マ
ス
ウ
1
ド
も
、

ホ
ラ
ズ
ム
の
反
範
(
一

O
三
三
年
|
〉

へ
の
ア
フ
マ
ド
と
そ
の
子
ア
ブ
ド
・
ア
ル
ジ
ャ
ッ
パ
ー
ル
の
開
興
、
及
び
ホ
ラ
ズ
ム
時
代
の
ア
フ
マ
ド
と
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
と
の
関
係
を
疑
い
、

(

回

)

彼
に
不
信
を
抱
き
始
め
た
。
マ
ス
ウ
l
ド
の
誤
っ
た
政
策
を
見
、
自
分
の
意
見
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ぬ
事
を
知
っ
た
ア
フ
マ
ド
は
、
他
の
重
臣
達

と
と
も
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

-155ー

。
「
こ
の
主
君
に
は
度
を
越
え
た
専
横
が
あ
る
。
」

2
・8
C

。
「
主
君
の
な
さ
れ
た
こ
の
専
横
と
誤
っ
た
策
と
を
見
た
で
あ
ろ
う
。

私
は
ホ
ラ
1
サ
l
ン
が
我
々
の
手
か
ら
離
れ
る
の
を
恐
れ
る
。
」
守
・

斗
品
。
〉

。
「
私
は
何
を
す
べ
き
か
わ
か
っ
て
い
る
。
(
中
略
〉
し
か
し
私
に
は
、
こ
の
一
帝
王
に
射
し
て
人
々
が
そ
れ
を
許
さ
ず
、
私
の
一
意
見
に
反
類
す

る
事
も
わ
か
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
私
の
意
見
を
良
く
思
わ
ず
、
軍
を
四
方
へ
迭
り
、
準
備
し
た
事
柄
を
滅
茶
苦
茶
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ

ぅ。」

(
Z・
3申
1
8
)

341 

ス
ル
タ
ン
に
劃
し
て
慎
重
な
態
度
を
守
っ
て
い
た
ア
プ
l
・
ナ
ス
ル
も
、
治
世
後
半
に
な
る
と
、

(
同
町
〉

意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、

ス
ル
タ
ン
に
面
と
向
か
っ
て
巌
し
い
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冨
白
グ
ヨ

E
-
Zロ
軍
人
の
不
満
を
増
大
さ
せ
た
。

セ
ル
ジ
ュ

l
ク
に
大
敗
し
た
一
因
は
宮
与
ヨ

E
F
Z
P
冨

g
d
E
Eロ
が
各
々
勝
手
に
命
令
を
出
し
た

が
た
め
の
ガ
ズ
ナ
朝
箪
の
混
凱
で
あ
っ
た
(
官
官
-
m
g
ω
N
)
。
ア
リ
I
・
ダ
l
ヤ
は
ト
ゥ

l
ス

(
吋
D
C
で
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
と
載
っ
て
い
た
ア
ル

(宮曲目
d
全
志
ロ
の
)
を
助
け
に
行
く
よ
う
命
じ
ら
れ
、
自
分
よ
り
下
位
の
者
に
連
な
る
事
を
よ
し
と
せ
ず
、

ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
の
軍
が

一
O
三
五
年
、

他
方
、
前
述
の
呂
田
へ
包

qz軍
人
の
撞
頭
は
軍
内
の
命
令
系
統
の
混
飢
を
惹
き
起
し
、

ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ

ス
ル
タ
ン
に
大

き
な
不
満
を
持
っ
た
(
官
∞N
C
)

。
ま
た
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
も
、

エ
ル
テ
ギ
ン
が
自
分
に
代
っ
て
宮
廷
グ
ラ
l
ム
を
指
揮
す
る
事
に
承
服
し
か
ね
て

い
た
(
唱
-S
3
。

一
O
三
九
l
四

O
年
の
マ
ス
ウ

l
ド
の
親
征
の
問
、

冨
与

g
E
J削ロ

の
一
意
見
は
悉
く
ス
ル
タ
ン
に
拒
絶
さ
れ
、
彼
ら
の
聞
に
は
一
諦
め
の
念

す
ら
も
生
じ
て
い
た
(
官
官
・
∞
S
l
N
3。
一
方、

ス
ル
タ
ン
も
彼
ら
へ
の
不
信
を
強
め
、
彼
ら
に
劃
し
て
次
の
よ
う
な
激
し
い

言
葉
を
浴
び
せ

た
。

り
、
お
前
達
が
泥
棒
を
働
け
る
よ
う
に
だ
。
私
は
、
私
が
お
前
達
と
お
前
達
の
裏
切
り
と
か
ら
解
放
さ
れ
、

お
前
達
も
私
か
ら
解
放
さ
れ

-156ー

「
お
前
達
腰
抜
け
ど
も
は
皆
、

互
い
に

口
裏
を
合
わ
せ
て
い
る
。
お
前
達
は
事
の
成
就
を
望
ん
で
は
い
な
い
。
私
が
こ
の
苦
難
の
中
に
あ

ヲ
h
v

レ
ha
久
ノ
、

お
前
達
全
員
を
穴
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
所
へ
連
れ
て
い
っ
て
や
る
。
二
度
と
誰
も
こ
の
件
で
私
の
と
こ
ろ
に
俸
言

を
持
っ
て
来
る
な
。
打
首
に
す
る
ぞ
。
」
守
・2
3

こ
の
よ
う
な
君
臣
聞
の
亀
裂
と
内
部
統
制
の
飢
れ
を
抱
え
た
ま
ま
、
ガ
ズ
ナ
朝
軍
は
ダ
ン
ダ
l
ナ
カ
l
ン
の
決
戦
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ

(
伺
)

の
上
、
食
料
不
足
か
ら
兵
は
不
満
を
抱
き
、
馬
は
衰
溺
死
し
て
い
っ
た
。
宮
廷
グ
ラ
l
ム
の
殆
ど
は
馬
を
失
い
、
し
か
も
彼
ら
の
サ
l
ラ
l
ル

で
あ
っ
た
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
は
、
「
エ
ル
テ
ギ
ン
が
知
っ
て
い
る
。
」
と
言
い
、
必
要
な
時
に
も
彼
ら
に
命
令
を
出
さ
な
か
っ
た

2
・∞
M
S。
ダ
ン

ダ
l
ナ
カ
l
ン
の
戦
い
の
蹄
趨
を
決
し
た
の
は
、
こ
の
宮
廷
グ
ラ
l
ム
の
中
か
ら
三
百
七
十
名
も
の
者
が
セ
ル
ジ

ュ
l
ク
側
に
寝
返
っ
た
事
で

〈

的

〉

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ガ
ズ
ナ
朝
側
は

一
気
に
崩
れ
、

マ
ス
ウ

I
ド
も
退
却
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
を
境
に
ホ
ラ

1
サ
l
ン

は
二
度
と
ガ
ズ
ナ
朝
の
手
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
。



ガ
ズ
ナ
に
戻
っ
た
マ
ス
ウ

l
ド
が
敗
戦
の
責
を
問
う
て
ア
リ
l
・
ダ

l
ャ
、
ベ
ク
ト
グ
ド
ゥ
等
を
捕
え
、
バ
ド
ヮ
ル
、

に
据
え
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
マ
ス
ウ
l
ド
は
ア
ル
ト
ゥ

ン
タ

シ
ュ
を
パ
ル
フ
に
置
き
、
息
子
マ
ウ
ド
ゥ
l
ド
(
宮

E
E
ε
を

(

刊

山

)

増
援
に
迭
っ
た
上
で
、
自
身
は
一
旦
イ
ン
ド
へ
赴
き
、
態
勢
を
た
て
直
す
決
意
一
を
し
た
。
こ
の
案
に
は
多
く
の
臣
下
の
反
劉
が
あ
っ
た
が
、
マ

(

礼

)

ス
ウ
l
ド
は
決
定
を
饗
更
せ
ず
、
そ
の
上
、
ガ
ズ
ナ
に
留
ま
る
者
を
見
捨
て
る
と
い
う
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
て
マ
ス
ウ
l
ド
は
イ

ン
ド
へ
向
け
出
裂
し
た
の
だ
が
、

途
上
宮
廷
グ
ラ

l
ム
の
一
圏
が
叛
き
、
彼
を
捕
え
て
康
位
し
た
。

(η
〉

し
た
と
言
う
。

エ
ル
テ
ギ
ン
を
後
任

マ
ス
ウ

l
ド
は
一

O
四
一
年
一
月
に
死
去

以
上
述
べ
て
き
た
事
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
嘗
初
マ
ス
ウ

1
ド
の
瞳
制
は
冨
与
日
ロ
岳
山
、
宮
と
冨

g
d円
日
々
削
ロ
の
均
衡
の
上

に
成
立
し
て
い
た
が
、
ス
ル
タ
ン
の
擢
力
集
中
と
、
勢
力
伸
張
を
は
か
る
呂
田
印

d仏
q
E
の
活
動
と
は
、
宮
与

g
z
f
E
の
中
に
不
満
と
、

ス

ル
タ
ン
へ
の
不
信
感
を
芽
生
え
さ
せ
た
。
彼
ら
と
ス
ル
タ
ン
の
聞
の
溝
は
治
世
後
字
、
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
と
の
戦
い
を
通
じ
、
ま
た
冨

g
a
z
q
E

の
勢
力
伸
張
と
並
行
し
な
が
ら
明
確
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

ガ
ズ
ナ
朝
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
時
に
軍
内
部
の
統
制
の
蹴
れ
と
し

-157ー

て
現
わ
れ
、

ガ
ズ
ナ
朝
が
ホ
ラ
l
サ

l
ン
を
失
う
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
、
本
稿
で
は
ス
ル
タ
ン

・マ

ス
ウ

l
ド
時
代
の
ガ
ズ
ナ
朝
の
政
治
的
支
配
層
内
に
存
在
し
た
冨
与

B
E
q
E
と

Z
S
A
E
q宮
と
い

う
こ
つ
の
集
圏
に
焦
黙
を
あ
て
、
彼
ら
が
各
々
マ
フ
ム

l
ド
、
マ
ス
ウ

I
ド
に
抜
擢
さ
れ
た
側
近
的
家
臣
圏
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
事
、

し
か
し
な
が
ら
マ
ス
ウ

l
ド
即
位
後
も
宮
与

B
E
q
E
は
決
し
て
董
一
的
に
は
排
斥
さ
れ
ず
、
マ
ス
ウ
l
ド
、
宮
品
目

z
q
E
-
z
s
d門
誌
ヨ
ロ

の
相
互
の
閥
係
と
各
々
の
活
動
と
が
こ
の
時
代
の
政
治
史
に
大
き
く
影
響
し
、
ホ
ラ
l
サ

1
ン
に
お
け
る
ガ
ズ
ナ
靭
の
敗
北
の
一
因
と
な
っ
た

と
い
う
事
を
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
マ
ス
ウ
l
ド
時
代
の
政
治
史
の
一
側
面
を
幾
分
な
り
と
も
照
ら
し
出
す

ガ
ズ
ナ
朝
全
鐙
を
見
渡
し
た
な
ら
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
例
え
ば
、
比
較
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
マ
ス
ウ
l

343 

事
が
で
き
た
と
信
ず
る
が
、
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マ
ウ
ド
ゥ
l
ド
(
在
位
一

O
四
一
|
五

O
年
〉
時
代
以
降
に
つ
い
て
は

史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ

ド
時
代
ま
で
に
比
べ
、

(

ね

)

て
は
い
な
い
。
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
朝
と
の
割
腹
関
係
や
、
ガ
ズ
ナ
朝
の
重
心
の
東
方
(
北
西
イ
ン
ド
)
へ
の
移
行
等
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
支
配
鐙
制
の
問
題
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

叫

〉

「
最
も
絶
針
的
な
類
い
の
専
制
君
主
で
あ
っ
た
。
」
と
言
い
、

ボ
ス
ワ

I
ス
は

権
や
そ
の
後
縫
王
朝
に
見
ら
れ
る
専
制
へ
の
波
の
頂
黙
だ

っ
た
。」

マ
フ
ム
l
ド
時
代
に
閲
し
て

ナ
l
ズ
ィ
ム
は

マ
フ
ム

l
ド
が

「
マ
フ
ム

l
ド
の
一
帝
国
は
貫
に
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
初
期
の
カ
リ
フ

有
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
マ
ス
ウ
l
ド
時
代
の
ガ
ズ
ナ
朝
に
、
主
君
と
強
い
個
人
的
結
び
つ
き
を
持
つ
側
近
的
家
臣

と
言
う
。

筆
者
は
現
在
こ
の
貼
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
に
足
る
材
料
を

園
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
責
か
ら
、
敢
え
て

一
つ
だ
け
推
測
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、

ス
ル
タ
ン
の
権
力
行
使
が
そ
の
手
足
と
な
っ

て
動
く
側
近
的
家
臣
園
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
稜
制
、
す
な
わ
ち
側
近
的
支
配
鐙
制
の
存
在
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論

そ
れ
を
検
誼
す
る
た
め
に
は
、

マ
フ
ム

l
ド、

マ
ス
ウ
l
ド
の
時
代
に
限
ら
ず
、ア

ヅ
バ

l
ス
朝
以
降
の
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
歴
史
に
お
け
る
ガ

な
限
り
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
て
は
じ
め
て
、

ズ
ナ
朝
の
位
置
づ
け
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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(
叩
)
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
!
の
シ
パ
l
フ
サ
l
ラ
l
ル
の
↓

ε『
ム
玄
白
「
吋
口
可
。

イ
ラ
ク
の
シ
パ
l
フ
サ

l
ラ
l
ル
と
は
別
人
。

(
日
〉
メ

E
F
m
z
r・司
帥『ロロ

r
-
r
z』
。
ヵ
ラ
ハ
ン
朝
の
一
勢
力

0
0
・

同】『

FZω-r
去
り
芯
}
ハ
白

gnrω
ロ正。門戸
、.
同
)
司
』
『
hNQ遣
)
〈
〉
〈
V

〈円・

5日
ω

2
・
3
・
2
1
8・
参
照
。

(
ロ
)
叶
巴

m
r
E
F
r・の
E
m
r
z
F
r
に
率
い
ら
れ
た
、
所
謂
玄
長
帥
J
-

系
の
一
図
。
一

O
二
五
年
、
マ
フ
ム
l
ド
に
よ
り
ホ
ラ
l
サ
l
ン
に
移

住
さ
せ
ら
れ
た
、
所
謂
〉
『
回
目
白
ロ
系
の
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
(
斗
切
・
官
官
・
ミ
・

ω品∞・
ι
2・印印∞一

N〉
・
官
官

-H3・
5
0・
3N-
【〉
・【
〉〈・

官官
・
ω3
11寸∞)

を
本
稿
で
は
「
ト

ル
コ
マ
ソ
」
と
呼
ぶ
。

(
日
)
清
水
宏
縮
、
「
イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム
・
イ
ナ
l
ル
と
イ
ナ
l
リ
ヤ
l
ン
」

『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
問
、
一
九
七
五
、
二
五
頁
の
表
中
、
こ
の
部
分
の

記
述
か
ら
、

玄
与
ヨ

E
q
E・
7
A
E
d
E
Eロ
が
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
に
加

わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

(

M

)

叶∞・

2
Y
5・
2
1
S一
N〉
-HU・
5
N
¥吋
Z---
司
-NωH-

(
江
川
)
、
『
∞
・

2u・
5
印
l
NN
N〉
・
司

-gN一、『
J

ヘ
・
ロ
-
u
・
自
由
一
、
叶斗
J

ヘ

--u・

ω叶由
-
E
-
ロ・

3
・
N
21
8
・
向
、
巧

-
F
2
r
o
E
u
叫

JRLEHQ誌

を
巴
芯

S
ミ
sh判。
ご

E
g
g
-
。
玄

ω
-
Pヨ
『
司
王
同

P
5
8・
N
E
-

(
以
下
↓

=
r
g
g
p
と
略

)
-
Y
N叶
甲
山
玄

-
Z白
N
5・
huhhBWM

ミ
与
ヨ
ミ
ミ

C
E
S
P
Z
2
0
5
-一・

3
ご
-
N
E
-

(以
下

z
r
E
-と
略
〉

司・

8
参
照
。
ア
ル
ト
ゥ
ン
タ
シ
ュ
は
マ
ス
ウ
l
ド

と
ム
ハ
ン
マ
ド
の
聞
で
調
停
を
行
っ
た
ら
し
い
(
↓
∞
・

3
・台∞・

8
3
0

(
日
)
ス
ル
タ
ン
の
衣
裳
、
袋
身
具
を
管
理
す
る
係
。
。

Z
N
E〈広田・

3
・

HO品
li
s
-
C
玄
。
・

3
・
お
お
・
参
照
。

(
げ
)
ポ
ロ
競
技
に
使
用
す
る
棒

(
n
z
t乙
を
ス
ル
タ
ン
の
た
め
に
保
持

す
る
係
。
恒
・
〉
ロ

3
z
L室
内

削

除

z
z
b
g
b
R
E
R
Z帆

C
F
E
-

E
S
H言
言
。

・F
N
K
ZQ
b
p
、r
r
S
F
S芯
・
〈
以
下
回
。
・
と
略
〉

司
-NU
参
照
。

(
児
)
、
『
∞
・
問
者
・

5
∞
.
5
0
.

(川口
)

N

〉
・
司
-
H

∞坦・

(
初
)
一

O
三
O
年
、
ガ
ズ
ナ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
下
か
ら
宮
廷
グ
ラ
l
ム
の

一
国
を
連
れ
て
逃
亡
。
ニ
l
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
で
マ
ス
ウ
l
ド
に
合
流
し

た
(
寸
∞
-
司
-
mw

印一一
N
〉
・
官
司

-Sι
ーー
ま)。

(
幻
)
ガ
ズ
ナ
朝
諸
制
度
に
関
し
て
は
、
の

r
Eロ
2
正
ω・・。
ζ
0•. 

Z
UNF
E
-

3
・
HN白
i
g・
-
0
・
が
主
な
研
究
。

(
幻
)
斗
∞
・

3
・勾

ω・
ω∞戸

A
S・
2
P
a
z
-
3日
-
E喧・

2
m・
3
∞・∞

Sー

叶
0・∞∞同一

Z
陣営ヨ・

3
・
HN∞
l
N由・

(
お
)

。
Z
N22ιω
・
官官

-
E
l
s・
8
1
寸
N一
Z
U
E
E
3・
5
Nl
s
・

一
O
=ご
年
ワ
ズ
ィ

l
ル
と
な
っ
た
マ
イ
マ
ン
デ
ィ
i
が
マ
ス
ウ
l
ド

に
提
出
し
た
契
約
書

(
自
信
耳
曲
全
〆
〉
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
職
務
を
あ
る

程
度
反
映
し
て
い
る
。
内
容
は
、
川
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
仕
事
に
封
す
る
ス

ル
タ
ン
の
後
楯
て
の
必
要
、

ω身
種
、
地
位
の
安
全
の
保
障
、
幽
徴

税
、
財
政
を
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
手
に
委
ね
、
他
の
者
の
口
出
し
を
禁
ず
る

事、

ω軍
務
擦
と
家
政
鹿

2
Z
E
-
-
3
E
E
)
が
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
監

督
下
に
あ
る
事
、
納
パ
リ
l
ド
長
官
や
ム
シ
ュ
リ
フ
が
ワ
ズ
ィ

l
ル
の

内

-zzか
ら
任
ぜ
ら
れ
る
事
、
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
(
〉
巧
・

3

5
01
∞
F
Z
S
5・日
y
H
ω
O
P
AH〉
。
ワ
ズ
ィ

l
ル
が
徴
税
を
中
心
と

し
、
そ
の
他
様
々
な
職
務
を
監
督
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事

が
了
解
さ
れ
よ
う
。

-160ー
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〈川
A

〉
バ
ル
ト
リ
ド
は
、
ガ
ズ
ナ
朝
は
諜
報
シ
ス
テ
ム
の
設
達
し
た
王
朝
で

あ
る
(
寸
ロ
『

r
g
g
p
H》

-
M
由
同
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
桂

の
一
つ
が
こ
の
文
書
膝
で
あ
っ
た
。
パ
リ
l
ド
長
官
も
多
く
は
こ
の
文

書
醸
の
中
か
ら
任
ぜ
ら
れ
た
。

C
E
s
s
-
P
3・申
H
I
S
-
Z同氏自・

3
・H

お
|
怠
・
参
照
。

(
お
)
寸
∞
・

3
・品

H
H
1
5・
8甲
li
s
-

(
m
m
)

の『帥

NEAユ
含
・

3
・ロ

N
i
N町
一
の
玄
0
・

3
・
8
1
豆一

Z
白台ヨ・

同
》
日

u

・]戸
ω寸
l
l
∞∞・

(
幻
)
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
後
期
か
ら
ト
ル
コ
人
グ
ラ
l
ム
が
ハ

l
ジ
ブ
に
任
用

さ
れ
る
に
及
ん
で
、
ハ

l
ジ
ブ
の
軍
事
的
性
格
が
強
ま
っ
て
く
る
(
の
・

開・

ω24qO『
任
"
同
号
、
札
口
、
号
、
芯
ミ
，

F
N
Q苦

Z
o
d〈
肘
島
氏
。

p

a
h

伺
削
除

M
M
H
Y
H
Z
・何
2
5
2
u
u
B
g
z
o
k
J
玄
-

H

り・同
s
z
-
p
b
N
b道

、山富芯向。、丸一一帆に

RZm戸口
-
r
J
。
バ
イ
ハ
キ
l
史
で
も
グ
ラ
l
ム
が
昇

進
し
て
ハ

l
ジ
プ
と
な
る
例
が
あ
る
(
斗
∞
-
官
官

-H2・
5
0・
5
3
0

清
水
宏
縮
、
「
プ
ワ
イ
フ
朝
の
軍
隊
」
『
史
皐
雑
誌
』

mω
、
一
九
七

二
、
八
O
|
八
一
一
具
に
よ
る
と
、
プ
ワ
イ
フ
朝
軍
内
で
ハ

1
ジ
ブ
は
、

凹

E
Eロ
ω
E
r
た
る
ア
ミ

I
ル
の
次
に
位
の
高
い
軍
人
で
あ
っ
た
。

ω
Z
-
日

y

H

品H

で
も
グ
ラ

I
ム
の
昇
進
過
程
に
お
い
て
ハ

l
ジ
プ
は
最

高
位
で
あ
る
ア
ミ

1
ル
の
次
に
位
置
し
て
い
る
。
ガ
ズ
ナ
朝
で
も
や
は

り
ア
ミ
l
ル
以
外
に
ハ

1
ジ
プ
よ
り
高
位
の
軍
人
は
見
あ
た
ら
ず
、
し

か
も
ハ

l
ジ
ブ
に
任
ず
る
事
は

rz-〆
(
賜
衣
〉
の
授
輿
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
(
吋
回
・
宅

-g・
5
0・
ω
3・
zn・
〉
。
向
、
サ
ル
ハ
ン
グ

も
や
は
り
軍
人
の
位
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

マ
フ
ム
l
ド
時
代
か
ら
.
す
っ
と
ガ
ズ
ナ
の
砦
(
宮
忌
〉
の
城
砦
長
官

(
E
Z問
。
を
つ
と
め
て
い
た
〉
吉
メ
ロ
と
い
う
人
物
は
サ
ル
ハ
ン

グ
の
位
を
持
ち
、
有
力
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
令
史
、
・

3
・印・

5
)。

軍
の
親
閲
式
で
も
ハ

I
ジ
プ
と
サ
ル
ハ
ン
グ
は
指
揮
官
と
し
て
別
記
さ

れ
る
。
し
か
し
ハ

l
ジ
プ
と
サ
ル
ハ
ン
グ
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
o

zx-B-
官
-
E
N・
で
は
五
百
人
像
の
指
揮
官
と
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
山
)
の

E
N
E
i内回目・司・
5
r
o
ζ
。
・

3
・
ち
印
。
・
宮
廷
グ
ラ
l
ム
の

サ
l
ラ
l
ル
の
職
務
と
し
て
は
、
遠
征
軍
に
編
入
す
る
グ
ラ
I
ム
の
手

配
、
卒
時
の
グ
ラ
l
ム
軍
圏
の
管
理
、
戦
時
に
お
け
る
そ
の
指
揮
等
が

あ
っ
た
(
吋
回
・
同
省

-m3・
aω
〉
。
向
、
宮
廷
グ
ラ
1
ム
は
そ
の
サ

I
ラ

1
ル
の
命
令
通
り
動
く
と
パ
イ
ハ
キ
ー
は
記
し
て
い
る
令
吉
田
丸
・
司
-

∞N
3
。

(
m
m
)

シ
パ

l
フ
サ
1
ラ
l
ル
は
、
ホ
ラ
l
サ
1
ン
、
イ
ラ
ク
、
イ
ン
ド
、

ホ
ラ
ズ
ム
〈
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ

l
)
に
、
地
方
長
官
は
、
ホ
ラ
l
サ
l
ン、

イ
ラ
ク
、
ガ
ズ
ナ
と
周
迩
地
域
、
イ
ン
ド
に
配
さ
れ
て
い
た
公
宮
、
・

3
・ωぉ・

ω印H
・
mg・
2
3
0
街
、
。

E
N
E
iハ目白・司
-
E一
Z
帥注目・

M
Y

E
由
・
参
照
。

(
ぬ
)
吋
∞
・

3
・ミ・

KH8・印
00・
2ω
・
2
n
:
ω
Z・司司
-
H
N
O
M
M
-

及
び

oz・
3
・
8ω
l
g
・
(
邦
誇
一
四
四
四
六
頁
〉
に
は
ナ
デ
ィ

1
ム
の

仕
事
、
ナ
デ
ィ

l
ム
た
る
資
格
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
倫
、
黒
柳

誇
で
ナ
デ
ィ

I
ム
は
「
側
近
」
と
誇
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
敢
え

て
謬
さ
な
い
。

(
況
〉
人
聞
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
動
詞

r
R
r
g
E
Eロ
の
、
『
切
に
お

け
る
用
例
を
他
に
幾
つ
か
あ
げ
て
お
く
。

。
「
こ
の
三
人
を
抜
擢

Q
R
E
ω
E
6
し
、
王
園
の
諸
事
〈

g
z
r
)

に
関
し
て
信
頼
を
置
い
た
。
」
守

-
S
6

。
「
こ
の
グ
ラ
l
ム
を
抜
擢

Q
R
E各
正
〉
し
、

-161-

(
そ
の
者
は
〉
彼
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の
ハ

1
ジ
プ
と
な
っ
た
。
」
守
・

8
C

。
「
(
こ
の
-
帝
王
は
)
彼
を
抜
擢

(
Z『
r
s
z
p
E
e
し
、
重
要
な

地
位
に
つ
け
て
い
た
。
L
Q・
勾
ω
)

。
「
も
し
ス
ル
タ
ン
が
鐙
取
り

(
Z
E
F
E
E円
)
を
抜
擢

(
r
R
E目
E
L
)

し
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
を
輿
え
た
な
ら
ば
、
敬
意
(
を
梯
い
)
、
ス
ル

タ
ン
の
至
高
な
る
命
令
の
方
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
守
・

8
C

。
「
(
白
白
河
口
口
と
l

日N
g
r正
は
〉
彼
(
〈
俗
}
ミ
山
田
『
・
町
内

r帥
ZL
色。

回
R
B品
目
〉
の
二
人
の

息
子
明
主
-
と

γぜ
『
を
抜
擢
字
削
『

E
谷
正
)
し
、
重
要
な
地
位
に
つ
け
た
。
」

2
・
E
3

こ
の
種
の
用
例
の
殆
ど
に
お
い
て
、
「
抜
擢
」
の
結
果
、
「
ハ

l
ジ
ブ

と
な
る
」
と
か
「
重
要
な
地
位
に
つ
け
る
」
と
い
う
朕
況
が
存
す
る
。

(
位
〉

urrza包
含
は
ス
ル
タ
ン
の
厩
舎
を
管
理
す
る
職

o
o
E
N
E〈広臼・

守
口
N
O
F
A
O
-
』y
印∞一回
0
・官

-N
S・
参
照
。

(
お
)
E
ι
r
r
E仰
の
確
か
な
職
掌
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
は
一
態
「
副

官
」
と
議
す
。

向
、
清
水
宏
祐
、
「
ベ
ル
シ
ア
語
潟
本
「
宰
相
遠
の
歴

史
」
に
つ
い
て
」

『
内
陸
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
の
祉
舎
と
文
化
』
山
川

出
版
社
、
一
九
八
三
、
六
四
一
ー
ー
四
二
頁
。
参
照
。

(
但
〉
、
『
回
・
唱

-N叶印一

N
〉・

HYH∞
NU
、H，J1.z・
H
Y
N
ω
N
H，、吋〈・司・
ω由吋
一

。
巳
司

ro--YNω
・

(
お
)
こ
の
閲
の
事
情
も
含
め
、
マ
フ
ム

l
ド
死
去
か
ら
マ
ス
ウ
l
ド
即
位

ま
で
の
経
緯
は
、
&
に
・
司
司
・
ω
H

A
む
に
詳
し
い
。

(
お
)
豆
〉
・
官
官
・
勾

1
8・
に
よ
る
と
レ
イ
遠
征
は
マ
ス
ウ
l
ド
を
ガ
ズ
ナ

か
ら
遠
ざ
け
る
紹
好
の
口
寅
と
な
っ
た
と
言
う
。
マ
フ
ム

l
ド
は
ガ
ズ

ナ
を
中
心
と
す
る
東
方
領
域
(
ホ
ラ
l
サ
l
ン
を
含
む
〉
を
ム
ハ
ン
マ

ド
に
、
新
た
に
征
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
西
方
領
域
を
マ
ス
ウ
l
ド
に
、

各
々
相
績
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
、
H，∞・

3
・
HON-
ロ∞
l
g
-
N
b
-

N
吋
∞
・
の
記
述
も
そ
れ
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
。
。
-
芸
0

・司
・
5
・で

は
こ
の
話
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
の
『
自
ロ
陶
〈
正
ω
・官官

-
S
l
H
O品一
0
7白
0
・司自
y
hHO
印
。
一
口
・
〉
可

R
o
p

負債〉凹唱。

n
z
o同
p
o
p
-
m凶

B
Z
r
2
H
O
P。
B
E
S
-
-
u
曲ユ
-
F
w
b司

Lrha遣問、回目』・

5
吋白・司司・

5
∞

N
S・
ま
た
、

Oz--u司
・
戸
品

H
日

(
邦
誇
八
O
|
八
一
頁
)
の
奴
隷
購
入
に
関
す
る
章
で
、
様
々
な
人
種

の
グ
ラ
l
ム
の
長
所
、
短
所
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
ト
ル
コ

人
グ
ラ
l
ム
の
忠
誠
心
と
勇
猛
さ
は
特
記
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
品
)
河
・
「
O
A
『M
J
叫
dp
内句。町民
Q

N

'
旬
、
Eリ

H
N
h

言
。
¥
L「h
E

ヨ
・
門
U
E
d
r円一円日問。

C
E
〈
内
円
巴
々
回
以
耳
切
♂
円
、
。
ロ
ι。ロ

ι
F
Z
O者

J

ヘ
2
F
同申吋坦

-HO司円・目
v-

∞H
・

(

m

却
)
同
，
∞
・

3
・
N
8・

so一
吋
J

「
・
ロ
・
司
・

5
?
、H，、『
J

ヘ・司・

8
吋
一
〉
巧
-

官
-
H
8・
向
、
。

E
N
E
Z含
・
官
-
勾
・

(
川
相
)
、
『
∞
・

3
・
H吋タ

ω
g
i
g
-
8
0・
2
n・
向
、
の

E
N
2
2含
・
目
v

・

s・

(HU)
、
阿
国
・
司
・
怠
∞
一
〉
巧
・

3
・
5
自
由
叶
・

5
H
I
S
-

(
必
)
。
r白
N

口同〈正臼・

-y
叶H
・

(
必
)
即
位
直
後
、
文
書
臆
内
で
は
レ
イ
か
ら
戻
っ
て
来
た
タ
l
ヒ
ル
を
中

心
と
す
る
書
記
達
と
、
テ
ギ
l
ナ
l
パ
l
ド
か
ら
ア
プ
l
・
ナ
ス
ル
・

ム
シ
ュ
カ
l
ン
と
と
も
に
や
っ
て
来
た
書
記
逮
と
は
区
別
さ
れ
て
お

り
、
し
ば
ら
く
の
閥
、
文
書
鹿
内
に
は
タ
l
ヒ
ル
と
ア
ブ
l

・
ナ
ス
ル

の
二
人
の
長
が
並
立
し
て
い
た
(
吋
回
・
唱
司
・
ロ
∞
|
∞
3
0
向
、
の
己
司

ro-

-v

・A
H

品・

(
川
相
)
ハ
サ
ナ
ク
の
庭
刑
に
は
宗
教
的
要
因
も
あ
っ
た
(
吋
∞
・

3
・
NNH

5
。
向
、
回

-r
z
z
h苦い
R
N
G
2
b
b
A
、.
2
3・
Z
2
2
-
2
8・
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R
a

信
白
白
血
ロ
と
へ
一
。
・
同
・
図
。
臼
者
O
H
H
Y
E
寸

r
o
-目司
2
2
-
Y》

-Fnu、。同

同r
o
gユ
可
。

F
R
E
t円四曲・
3
5
ζ
-
z・M
M

・
E-
参
照
。

(
M
W
)

の
丘
三
内
0

・
3
・
S
1ロ
・
ミ

l
g
-
g
l
g
u
c
r印
刷

E
三円四日・司唱・

NωHlωωu
同

8
5
z・
3
・怠吋

lω
∞・

(
M
W

〉

2
2
Z虫
色
即
日
曲
目
】
島
民
・
王
園
の
監
察
事
務
を
司
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
下
に
は
王
園
各
地
の
ム
シ
ュ
リ
フ
や
、
宮
廷
内
の
ム
シ
ュ
リ
フ
が

い
た
(
吋
回
・
唱
・

5
3。
地
方
に
お
け
る
ム
シ
ュ
リ
フ
と
パ
リ
l
ド
長
官

の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
向
、
。

Z
N口
恒
三
合
唱
唱
・

2
l
u
N
Z
S
5・

3
・H

念

1
8・
参
照。

(

U

)

、吋切・官官・

4
N
1
a
-
H吋
H1J可

Nu
、吋

Jヘ・ロ・

-u司
-H白
血
|
斗
凶
山
、
H，、『
J「
・

3
・
ω
8
1怠
U〉
d
〈・

3
・
5
N
1
E
-

ハ
川
崎
〉
、
吋
回
・
司
唱
・

ωA5・四一戸町・

(的問〉

adEN-Hぺ
"
は
財
庫

(
r
r
x
E巴
を
管
理
す
る
職
で
あ
ろ
う
(
の
・

肘
・
回

0
2
0『同
Y
N
V
G町
内
。
苫
ミ
ミ
局
、
.
b
h
a
F
Z
2
開

L
E
g
-

同
町
N
5・u。
向
、

5
・司
・
8
・
に
お
い
て
、

d
E
N
5
3
と

anrEN同E
-

念
、
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
に
疑
問
が
残
る
。

(
印
〉
、
吋

Jヘ
・
ロ
・
唱
司

-
H
S
l
a
w
、『、
H，Jヘ・

3
・
uω
吋
l
AHN・
向
、
ガ
ズ
ナ
朝

が
園
を
動
か
す
た
め
に

E
額
の
金
を
必
要
と
し
、
か
な
り
殿
し
い
徴
税

を
行
っ
た
事
は
、
既
に
パ
ル
ト
リ
ド
が
指
摘
し
(
斗

5
r
O
2
2・
3
・

N∞吋
113)、
ボ
ス
ワ
1
ス
も
同
様
に
述
べ
て
い
る
(
。

E
N
E
i含・

3
・芯
-
S
)
。

(
日
〉
の

r
s
s
i
ι
目・

3
・
8
叶
l
l
E一
の
玄
0
・官官

-mHIS-
ト
ル
コ
人
、

イ
ン
ド
人
、
ア
ラ
ブ
人
、
ク
ル
ド
人
、
ダ
イ
ラ
ム
人
等
が
い
た
。

(
臼
)
、
吋
回
・
ヨ
y品目
N・日
NAF印

印
印

-
E∞・

2
一坦・

J『由(}・∞。
ω・∞
OAHUN〉・唱官・

巴
m・
8
9
4
d
Jヘ
・
ロ

-
Eu・
2
・∞

huA，、吋
J『・咽司
-N8・
Ng-

、円切・

3
・
m
m
m
-
8
9
ω
Z・
3
・
Hω
APIg・
街
、

O
F
R
E
t含
・

3
・
HNωlN台
。
玄
0
・
3
・ロ

1
3・
参
照。

〈
山
内
)
吋
回
・

3
・
8u-Sω
・
8
叶
・
遠
征
軍
を
率
い
る
者
に
は
ス
ル
タ
ン
の

宮
廷
グ
ラ
l
ム
が
数
十
名
か
ら
百
数
十
名
奥
え
ら
れ
、
ま
た
、
一

O
三

三
年
に
イ
ラ
ク
統
治
の
た
め
に
迭
ら
れ
た
ア
プ
l

・
サ
フ
ル
・
ハ
ム
ダ

ウ
ィ
l
の
如
く
、
任
命
さ
れ
て
か
ら
新
た
に
多
く
の
グ
ラ
l
ム
を
購
入

す
る
場
合
も
あ
っ
た
(
芯
丈
・
同
M

・
8
3。

(
日
)
マ
ス
ウ
l
ド
即
位
時
の
封
外
情
勢
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な

く
、
富
同
町
宮
の
反
飢
(
与
え
・
旬
司
・

ωロ
l
H∞
)
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
プ

ワ
イ
フ
朝
勢
力
の
反
攻

Q
F
R
E
-怠
|
品
∞
)
、
北
方
の
ア
リ
1
テ
ギ

ン
や
ト
ル
コ
マ
ン
の
存
在
等
、
ガ
ズ
ナ
朝
を
脅
か
す
要
素
は
多
か
っ

た
。
筒
、
。
巴
司

ro・
司
司
・
記
-
∞
吋
|
∞
∞
一
の

E
N
s
i内回目・

3
・
NU品
IAS-

参
照
。

(
回
〉
、
『
回
・
司

-H∞
u
N〉
・
司

-H宏一

HKF・同〉内・旬
-
E由
・
「
パ
イ
ア
の
金
」

と
は
、
軍
人
を
は
じ
め
と
す
る
臣
下
達
が
主
君
に
針
し
て
行
う
「
パ
イ

ア
(
忠
誠
の
誓
い
)
」
の
代
償
と
し
て
臣
下
に
奥
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る

Q
0
・官

-
5
3
。

(
幻
)
叶
切
・
司
・
台
。
・
に
お
い
て
マ
ス
ウ
l
ド
は
、
ア
ブ
l

・
サ
フ
ル
が
軍

務
官
鵬
以
外
の
事
に
口
を
出
し
た
と
非
難
し
て
い
る
。

(
四
叫
)
グ
ル
ガ
l
ン
の
ズ
ィ
ヤ
ー
ル
朝
は
、

O帥
F
E
r
-
4〈
ロ
各
自
白
岡
可
の

子
玄

g
g
E
Z
(在
位
一

O
一
一
一
|
二
九
年
〉
の
時
代
か
ら
ガ
ズ
ナ
朝

に
貢
納
を
納
め
て
い
た
。
一

O
二
九
年
、
玄

g
f
E
r
の
子
〉
ロ
ロ
・

ω
E
Z
E
が
王
位
に
つ
く
と
、
そ
の
母
方
の
叔
父
〉

E
H内
包
副
首
円
が

質
権
を
撞
り
、
マ
ス
ウ
l
ド
と
燦
約
を
結
ん
だ
〈
、
吋
ペ
・ロ・

3
・口
U

l
∞
汗
、
吋
、
吋

Jヘ
-
R
y
a
H
l
E
U
同〉

-H×
・
唱
司

-
g・
ロ
由
一
、
『
切
・
官
官
・

(臼〉
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品
ω
ω
・
8
3
。
し
か
し
〉
「
口
問
削
-
ニ
副
司
は
定
め
ら
れ
た
貢
納
金
を
二
年

間
滞
納
し
た
。
マ
ス
ウ
l
ド
の
遠
征
の
主
目
的
は
こ
の
貢
納
金
を
手
に

入
れ
る
事
で
あ
っ
た
。
向
、
。
・
開
・
回
0
2
0同
門

y

z
O
ロ
子
o
n
r
『
o
g
-

-
o
問
可
。
向
子
。
N
-
E
ュr
zの
ロ
『
岡
山
口
2
ι
吋
与
吉
白
神
宮
¥
w
5
7A-

Z
・
司
-
M
∞
・
参
照。

(
印
)
、
吋
回
・
官
官
・
印
芯
1
3
.
m
g
I
S
M
-
g
∞
.
8
∞
-
s
p
N
〉
・
-
u
・
5
∞
一

同〉-HV〈・司・回目印・

(
印
)
、
叶
切
・
司
自
u
-
S
印
・
由
M
∞
ω
由
一
吋
Z
・
司
司
-
M
A
J
-
-
A
∞
一
回
〉
-
H
V
〈
・
官
官
・

可申
1
3
一
也
5
う
旦
-
E
|
ω
『
一
伊
ご
Z
口
白
日
。
・
3
・
5
E
m
ω
-

H
〈
・
官
官
-
N
S
I
S
-

(
m
U
)

寸
回
・
司
・
品
N
F
ロ
-
m
一
p
h
己
主
血
道
1
b
N
F
Z
ミ
P
、
『
与
Z
P

]戸由
A
H
U可

l
l
∞]
f
z
-
E区
間
同
町
、
切

(
臼
〉
こ
の
時
大
ハ

l
ジ
ブ
だ
っ
た
の
は
ω
ロ
r
g
E
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

一
O
三
六
年
、
死
去
し
た
回
二
岡
山
t
m
Z
の
後
を
縫
ぎ
(
斗
∞
-
司
-
E
∞
)
、

そ
の
後
三
年
閲
ホ
ラ
l
サ

l
ン
で
セ
ル
ジ
ュ
l
ク
と
戟
い
綴
け
た

(
N
F
ミ
・
3
・
寸
ミ
l
s
-
三
日
|
忌
・
吋
H
∞
|
H
U
)
。
し
か
し
彼
の
前
歴
、

任
用
事
情
等
は
何
も
わ
か
ら
ず
、
玄
白
f
E
E
-
Z
ロ
か
P
A
g
A
E
-
Z
ロ

か
も
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
向
、
、
『
∞
が
殆
ど
沈
黙
し
て
い
る

ω
c
r
g
E
の
三
年
閲
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
回
同
ロ
師
同
一
口
M

・
S
-
会
|
宏
一

河
川
凶
・
同
〈
・
3
・
N
S
|
臼
.
に
詳
し
い
。

(
臼
)
例
え
ば
、
『
ロ
・
ヱ
》
一
・
叶
印
.
印
3
.
8
ω
.
8
甲
・
の
ア
プ
l

・
ナ
ス
ル
・
ム

シ
ュ
カ
l
ν
、
志
帆
札
・
司
・
斗
(
)
。
・
の
ア
プ
l
・
ア
ル
フ
ァ
ト
フ
・
ラ
l
ズ

ィ
l
、
帆
守
札
、
・
3
・
2
N
・
印
吋
ω
・
印
吋
日
-
m
H
P
S
F
叶
白
ω
・
の
軍
人
遠
の
各
々

の
言
葉
に
そ
の
態
度
が
現
わ
れ
て
い
る
。

ハ
臼
)
吋
J
R
・
回
目
・
3
・
2
1
8
一
、
H
4
J
R
・
3
・
N
a
l
斗
印
一
↓
回
・
司
・
念
∞
-

(

日

)

。-Z口・

(
印
〉
&
に
・
司
・
由
N
0
・
向
、
&
丈
・
3
∞
ロ
・
由
民
・
に
は
、
セ
ル
ジ
ュ

l

F

が
か
つ
て
ホ
ラ
ズ
ム
に
季
節
移
動
し
て
い
た
旨
が
-
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
同
町
)
S
R
R
N
・
官
官
・
由
N
N
-
∞
ω
品
・
m
g
-
∞
∞
印
・
品
川
市
w

・J可

NN・

(
槌
)
百
年
閲
例
を
見
な
い
程
の
飢
僅
で
あ
っ
た
と
言
う
Q
F
ミ
・
司
・
2
3
。

ニ

1
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
で
は
パ
ン
の
値
が
一
気
に
六
倍
に
跳
ね
上
っ
た

(
&
ミ
・
司
∞
。
3
0
ガ
ズ
ナ
朝
軍
も
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
軍
も
食
料
を
求
め
て

掠
奪
を
繰
り
返
し
、
ホ
ラ
l
サ

l
ン
北
部
の
水
利
'網
は
大
き
な
被
害
を

受
け
た
(
∞
-
N
白
r
r
o
ι
2
・

E
U
O
ロ
念
ーロo
r
白
ロ
J
N
W町
内

N
R
S
×
〈
円
¥吋N-

H申
2
・
3
・
g
H
|
∞
?
の
E
N
E
Z
ι
♂

3
・
N
S
印
N
)
。

(
印
)
寸
∞
・
司
自
印
・
こ
れ
以
前
に
ガ
ズ
ナ
朝
軍
か
ら
一
困
の
者
逮
が
セ
ル

ジ
ュ

l
p
側
に
寝
返
っ
て
い
た
令
守
三
・
3
・
a
印
印
由
)
。
ω
ロ
F
E
削
ロ

r
.
〉
z
-
E
』邑
-
M
F
、
ハ

l
ジ
プ
の

ロ包一
-可
、
及
、
ひ
、
も
と
ア
リ
l

・

カ
リ
l
プ
、
ガ
l
ズ
ィ
l
、
エ
ル
ヤ
ル
夕
、
ュ
l
ス
フ
等
マ
ス
ウ
l
ド

に
排
斥
さ
れ
た
人
々
の
グ
ラ
l
ム
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
宮
廷
グ
ラ
l
ム

の
一
固
だ
っ
た
。
彼
ら
が
如
何
な
る
経
緯
で
セ
ル
ジ
ュ
l
p
側
に
つ
い

た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ダ
ン
ダ
l
ナ
カ
l
ソ
に
お
け
る
宮
廷

グ
ラ
l
ム
の
離
反
は
彼
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
町
山
)
&
ミ
・
3
・
∞
叶
由
.
∞
∞
N
1
g
.

(
九
〉
芯
民
、
・
3
・
∞
ミ
l
i
s
-

(
η
)
N
〉
・
3
・
N
O
品
1
1
0
印
一
吋
Z
・
同
Y
M
U
品
u
-
P
H
V
ハ
・
3
・
8
品
∞
町
一

司
5
3
E
・
g
-
向
、
の
・
開
・
回
O
臼

d
g
z
y
h
ミ
司
C
P
R
2
2
b
・
(
註

(

8

)

〉
3
・
口
l
N
0
・
参
照
。

〈
勾
〉
欧
米
人
の
手
に
な
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
ポ
ス
ワ
l
ス
の

帆Nwt~礼・目以司・印叶ω-m寸印-m寸∞-間坦グ由H品-m∞∞・品川
w

由・叶00・叶NAH・斗仏印・
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ha司代川、
v
a
s
e
h
b
〈註
(

8

)

参
照
〉
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
著
者

は
、
年
代
記
、
詩
集

2
Z帥
口
)
、
詩
人
停
等
の
多
岐
に
わ
た
る
史
料
に

基
い
て
、
一

O
四
一
年
以
降
の
ガ
ズ
ナ
朝
の
政
治
史
の
解
明
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
は
個
々
の
問
題
の
具
程
的
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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ハ
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H
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∞
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々
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印
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三
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国
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叫

4
E
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官

E
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ミ
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s
s
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-
P
P
E
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-
t
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C
E
S
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々
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p
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F
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・
司
・

5
0・
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“が４がMUDIYAN･･ AND ･･j・4SﾌｱDIYAN” IN THE

　　　　　　

REIGN OF SULTAN MAS'CD

　　　　　　　　　　

INABA Minoru

　　

There appear the words “ＭａｈｍＵぷＡｉａｎ”　ａｎｄ“Ｍ㎡ｆｉｄりａｒC'　１ｎ Abu

al-Fadl BaihaqI's very detailed chronicle, Ta'rikh-i Baihaql. Obviously,

they mean two groups of men in the political ruling class of Ghaznavids.

But the activity, the character and the role of them have not been clarified

sｕ伍ciently.

　　

So, making clear the ｅχistence of those two, I've tried to reconsider

the political history of the time of Sultan Mas'ud （1030-41），ｓｏｎｏｆ Sultan

Mahmud of Ghazna. In this paper the following three points are empha-

sized::L）“Ｍａ卜ｍｕｄりａｒｉ゜ and “Ｍａｓ'^ｕdiｙａｎ”were those who had been

promoted by Mahmud and Mas'ud respectively, and, holding personal

relationships with their masters, they were to form the upper part of

the government of their lords. 2) But in the ｇｏ▽ernment of Mas'ud,.

“ＭａｈｍａぷｙａｒＣ　ｓtillplayed an important part, because they ■were needed

to deal with internal and external problems. 3) In the course of Mas'ud's-

reign,“λ＆∫’zZぶyan”gradually gained　power and　took　higher　posts,

which made ａ deep schism between Sultan and “ＭａｈｍｕｄりａｒC＼During

the struggle with Seliuqs in Khurasan, this schism became irreparable

and finally resulted in the crushing defeat of Ghaznavids at Dandanaqan.

in 1040.

６－


